
 
 

「円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会」 第９回 

 

日時：令和５年７月１２日（水）１３：１５～ 

    場所：豊岡市役所 ２階 大会議室      

 

 

議事次第 

 

１． 開会 

 

２． 挨拶 

 

３． 議事 

１）円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約の改正 

２）円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会 幹事会の報告 

３）令和４年度の取り組み報告及び令和５年度の取り組み予定 

４）各機関からの連絡事項 

 

４． 意見交換 

 

５． 閉会 

配布資料 

【資料】 

議事次第、出席者名簿 

円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 ・・・・・・・・・・ 資料－１ 

第１１回幹事会審議内容の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料－２ 

第９回協議会 説明資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料－３ 

各機関からの連絡事項 

 ・神戸地方気象台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料－４-１ 

 ・豊岡河川国道事務所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料－４-２ 

 

 

 

 



第９回 円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会  

出 席 者 名 簿 

豊岡市長                        関貫 久仁郎 

（代理）技監 鶴野 聡 

 

兵庫県但馬県民局 総務企画室 総務企画室長       中山 友美 

 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 事務所長        鎗水 正和 

 

気象庁 神戸地方気象台 気象台長            佐伯 亮介 

 

西日本旅客鉄道 株式会社 兵庫支社長             國弘 正治 

（欠 席）  

 

Willer Trains 株式会社 代表取締役社長        飯島 徹 

（代理）安全監査室長 増井 克至 

 

全但バス 株式会社 代表取締役社長            村上 宜人 

（代理）バス事業部長 黒﨑 崇裕 

 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所  事務所長      荒谷 芳博 

 



  

 

円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、水防法（昭和24年 6月 4日法律第193号）第15条の9に基づき組織す

ることとし、本会の名称は、円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下

「協議会」）とする。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、円山川における堤防決壊等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣

接する自治体や県、国等が連携して減災のための目標を共有し、ハード・ソフ

ト対策を一体的かつ計画的に推進することにより、社会全体で常に洪水に備え

る「水防災意識社会」を下記河川において再構築することを目的とする。 

１） 洪水予報河川（円山川、出石川） 

２） 水位周知河川（奈佐川） 

３） その他 協議会が必要と認める河川 

 

（組織） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 事務局は、必要に応じて協議会を招集し議事運営を行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、必要があると認めるときには構成員を追

加するほか、構成員以外の者を協議会に出席させ、意見を求めることが出来

る。 

 

（幹事会） 

第４条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる委員をもって構成する。 

３ 幹事会に幹事長を置く。幹事長は委員間の互選によってこれを定める。 

４ 幹事長は、必要に応じて協議会を招集し議事運営を行う。 

５ 幹事長は、第２項によるもののほか、構成員以外の者を幹事会に出席させ、意

見を求めることが出来る。 

 

（事務局） 

第５条 本協議会の事務局を、豊岡河川国道事務所流域治水課におく。 

 

（協議会の検討内容） 

第６条 協議会で行う検討内容は、以下のとおりとする。 

１．洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞ

れ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 
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２．円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速なはん濫水の排水を

実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地

域の取組方針」の作成し、共有する。 

３．毎年、協議会を開催するなどして、「地域の取組方針」にもとづく対策の実

施状況のフォローアップをする。また、本協議会等を中心として、毎年出水期

前に堤防の共同点検等を実施し、状況の共有を図る。 

４．その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開する。ただし、審議内容によっ

ては、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開

と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただ

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得

て公表しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局は議事概要を作成し、出席した委員の確認を

得た後、公表するものとする。 

 

（附則） 

本規約は、平成２８年５月３１日から施行する。 

本規約は、平成２９年６月６日から施行する。 

本規約は、平成２９年７月５日から施行する。 

本規約は、令和元年５月１３日から施行する。 

本規約は、令和３年５月２５日から施行する。 

本規約は、令和５年７月１２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

別表１ 

 

（協議会） 

 

豊岡市長 

気象庁 神戸地方気象台長 

兵庫県但馬県民局 総務企画室長 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所長 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長 

西日本旅客鉄道 株式会社 兵庫支社長 

ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ 株式会社 代表取締役社長 

全但バス 株式会社 代表取締役社長 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

 

（幹事会） 

 

豊岡市 技監 ／ 危機管理部長 

気象庁 神戸地方気象台 防災管理官 

兵庫県但馬県民局 総務企画室 総務防災課班長（企画防災担当） 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 所長補佐 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 副所長 

西日本旅客鉄道 株式会社 兵庫支社 副支社長 

ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ 株式会社 安全監査室長 

全但バス 株式会社 バス事業部長 

 

 

 



第１１回幹事会審議内容の報告 

令和 ５年 ２月２７日 

４Ｆ会議室、ＷＥＢ併用 

 

＜審議内容＞ 

・令和４年度の取り組み報告及び令和５年度の取り組み予定 

・第９回協議会の進め方 

  

＜結果＞ 

 全ての内容について、参加機関から合意が得られた 

 

資料―２ 



具体的取り組み
～

内容（施策） 市 県 気象台 国 交通 住民 H27

備考

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検

証（未策定機関は、策定）
◯ ◯ ◯ ◎ ◯

① 洪水予報文の改善 ◎ ◎ 適宜

② 河川管理者による積極的な助言 ◎ ◎

①

中央防災会議の「防災対策実行会議水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」の報告「水

害時の避難・応急対策の今後の在り方について（平成28年3月31日公表）」を参考に情報提供方法

を見直し

◯ ◯ ◯ ◎ 完了

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎ ◎ ◎ ◎

③ 防災無線の全戸設置 ◎ ○ 完了

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討する

とともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証
◯ ◯ ◯ ◎ ◯ 適宜

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを

基本に、平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自

主防災思想の普及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害

時要援護者の支援などに取り組む減災防災運動を推進
◎ ◎ ◯ ◯ ◯

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図

る。
5 ・

浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災

マップの周知
◎ ◯

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・
各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練

の実施
◎ ◯ ◯

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手

段、地域や行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎ ◯ ◯ ◎

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ◯ ◯ ◎

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ◯ ◯ ◯ ◎

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎ ◎ ◯ ◯

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎ ◯ ◯ ◯

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎ ◯ ◯ ◯

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ◯ ◎ ◯

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行

う。
10 ・

災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び

改善方策の立案・実施
◯ ◎ ◎

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎ ◎ ◎

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎ ◎ ◎

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ◯ ◯ ◎

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎ ◯ ◯

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎ ◎ ◎

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確

認、避難施設等の機能維持に関する施策の立案
◯ ◯ ◎ 適宜

② 水防対応の手引きの作成・周知 ◯ ◯ ◎ 適宜

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・
災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定

を推進
◎ ◎ ◎ ◯

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎ 適宜

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ◯ ◎ 適宜 県は対象施設に対し継続検討

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎ ◎ 適宜 新規

R6

適宜実施

円山川の防災に係る取り組み方針に基づいた10年間のスケジュール　17.06.06版（21. 5.25更新版）

(1)情報伝達・避難計画等

2

R4 R5
No.

凡例

R7

１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み

取り組み機関

３）粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取り組み

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報

伝達体制、方法について検証を行う。

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

４）浸水の排水、施設運用等に関する取り組み

(2)市庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進

２）的確な水防活動のための取り組み

(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の

取り組みに幅広い年齢層の参加を促す。

3

(2)平時から住民等への周知・教育・訓練

毎年継続して実施

スケジュール（年度）

主な取り組み内容
H28～R７年度の取り組み H28 H29 H30 R1 R2 R3

目標達成に向けた4つの柱

資料－３

※

【凡例】

取り組み機関欄 ◎：主体となる機関

取り組み機関欄 ○：協力して取り組む機関

スケジュール欄 ※：計画規模の洪水に対するスケジュール

※
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令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ○72 ○ ○73 ◎74 ○75 ○76 ○77

① 洪水予報文の改善 ◎78 ◎

② 河川管理者による積極的な助言 ◎79 ◎

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎80 ◎81 ◎82 ◎83

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ○84 ○ ○85 ◎ ○86 ○87 ○88

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ◎89 ◎90 ○91 ○

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ◎92 ○

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ◎93 ○

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎94 ○ ○95 ◎96

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ○97 ○ ◎98

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ○99 ○ ○100 ◎101

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎102 ◎103 ○104 ○

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎105 ○ ○106 ○107

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎108 ○ ○

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ○109 ◎110

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ○111
◎112～
113

◎114

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎115 ◎ ◎116

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎117 ◎118 ◎119

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ○120 ○ ◎121

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎122 ○ ○

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎123 ◎124 ◎125

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ○126 ○ ◎

② 水防対応の手引きの作成・周知 ○127 ○ ◎

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ◎128 ◎129 ◎130 ○131 ○132 ○133

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎134

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ○ ◎

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎135 ◎136

内容（施策） No. 具体的取り組み

主体となる機関(◎)協力して取り組む機関(○)

数字は頁 ※灰色文字は適宜実施

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

※

組織別版

豊岡市

資料－３①



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

○想定最大規模を想定したタイムラインの見直し
〇災害時における避難情報の伝達に差異が生じないよう、避難情報を発令する一定の条件の検証

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

1

関係機関で構成する「流域タイムライン検討会」で想定最大規模の洪水を想定し
たタイムラインの見直しを行っている。

出水期前に避難情報の発令の基準の確認し、各地域災害対策本部と情報共有を
図った。

避
難
情
報
の
発
令
の
基
準

国直轄管理区間の避難情報発令基準
（１）緊急安全確保…基準は堤防天端
【円山川】水位計受持区間中、最も低い堤防天端の換算水位、

ポンプ停止水位に設定
【出石川】堤防天端高に達する恐れが高い場合
【奈佐川】国の基準より前倒しし、「氾濫危険水位」に設定

（２）避難指示…基準は氾濫危険水位
【円山川･出石川】国の基準通り「氾濫危険水位」に設定
【奈佐川】国の基準より前倒しし、「避難判断水位」に設定

（３）高齢者等避難…基準は避難判断水位
【円山川･出石川・奈佐川】
国の基準より前倒しし、「氾濫注意水位」に設定

兵庫県管理河川
（１）緊急安全確保
水位計受持区間中、最も低い堤防天端の換算水位

（２）避難指示
避難指示水位からリードタイムを60分として設定
（氾濫危険水位）

（３）高齢者等避難
避難勧告水位からリードタイムを30分として設定
（避難判断水位）



具体的取組
NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した

情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

2

〇「地域の災害リスク」を理解したうえで、「正しい避難行動」を身につけていただくため、区や地域コミュニティ等を対象とした出前講座で継
続した啓発を行う。

各人、各家庭の避難のタイミング、避難先をあらかじめ決めておく「マイ避難カード」につ
いて、出前講座等で普及推進に努めた。

2022年５月 更新した防災マップを全戸配布
①防災マップを見て、「自宅避難可能か」「自宅外への避難が必要か」を
各家庭で記入し、区長・町内会長が避難行動を確認できる様式を隣保
回覧し、各区での避難行動の事前把握に努めた。
②風水害を想定した８月の市民総参加訓練でも、防災マップで確認した被害
想定に対応する避難行動を行うように市広報や防災行政無線で啓発。
③防災マップで「地域の災害リスク」を理解したうえで、「正しい避難行動」を
身につけていただくため、区や地域コミュニティ等を対象とした出前講座で
継続した啓発を行った。

WEB版防災マップを公開し、市広報が届かない世帯や、市外居住者でも防災マップが
確認できる環境を提供。



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

3

○過去の災害対応の教訓から、避難行動等について理解促進を図るため、市長自ら全区長（町内会長）に対し、直接訴える。
〇特に知っておいていただきたい内容について、市のホームページに特設コーナーを設け、引き続き啓発する。

出水期前の春季市政懇談会（５月開催）で、市長が区長へ直接語り掛ける。

市長が直接訴えかけることで、区長の関心、理解も格段に高くなっている。



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

4

○過去の災害対応の教訓から、避難行動等について理解促進を図るため、市長自ら全区長（町内会長）に対し、直接訴える。
〇特に知っておいていただきたい内容について、市のホームページに特設コーナーを設け、引き続き啓発する。

市HPに各種情報、リンク先を添付することで、多様な情報収集ができるようにしている。



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

5

○過去の災害対応の教訓から、避難行動等について理解促進を図るため、市長自ら全区長（町内会長）に対し、直接訴える。
〇特に知っておいていただきたい内容について、市のホームページに特設コーナーを設け、引き続き啓発する。

外出先でも災害情報が確認できるよう、SNSによる災害情報の提供開始。

2022年9月1日運用開始



具体的取組 NO.4 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の
確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む減災防災運動を推進

内容（施策）
地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家
庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

6

○出前講座を行い、避難行動要援護者の個別支援計画作成や避難路選定等の進め方を啓発する。
〇引き続き「マイ防災マップ」や「マイ避難カード」の作成を普及を図る。

出前講座では「いつ」「どこへ」を意識した避難行動が行えるよう、各人、各家庭の避
難のタイミング、避難先をあらかじめ決めておく「マイ避難カード」の普及を行った。



具体的取組 NO.5 浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する
区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周知

内容（施策）
浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。

目標時期 R2からR3まで 取組機関 市、県

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

7

○ハザードマップの更新
〇出前講座を行い、避難行動要援護者の個別支援計画作成や避難路選定等の進め方を啓発する。

2022年５月に防災マップを更新（2016年以来）し、市民に配布。
○2022年１月にWEB版防災マップの公開。
行政区毎の防災マップに加え、想定最大規模降雨（千年に一度の大雨）に
よる災害想定や高潮、津波浸水想定区域も掲載。
地図の拡大・縮小、住所検索、災害想定の表示・非表示や距離の計測
などが可能。

○2022年５月に市民へ印刷物による防災マップを配布。
行政区別に概ね1/5000以下の縮尺の航空写真の上に、計画規模降雨
（1/100）を示したもの。
防災マップ裏面には、マップに着色されたエリアでの避難の考え方や、
避難情報が発令された際の住民がとるべき行動を記載。



具体的取組 NO.5 浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する
区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周知

内容（施策）
浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。

目標時期 R2からR3まで 取組機関 市、県

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

8

○ハザードマップの更新
〇出前講座を行い、避難行動要援護者の個別支援計画作成や避難路選定等の進め方を啓発する。

2022年５月に防災マップを更新（2016年以来）し、市民に配布。
○出前講座や防災ワークショップ等で、防災マップの活用方法の徹底や、
平時に市民一人ひとりが「逃げ時」や「逃げ先」を定めておく「マイ避難カード」
の作成促進について取り組んだ。

○８月28日（日）に開催した市民総参加訓練では、防災マップを確認したうえで、
適切な避難行動を行えるよう啓発を行った。
【啓発内容】自宅避難でよいのか、自宅以外への避難が必要か。

自宅以外の避難場所はどこか。どのような状態になれば避難を行うのか。
訓練までにあらかじめ決めておき、訓練日には避難を実践していただく。



具体的取組 NO.6 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する
要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施

内容（施策）
地域毎での個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県

取組概要

豊岡市

9

〇避難行動要援護者に対する個別支援計画作成までのフロー図を区長等に配布（市HPへも掲載）し、引き続き作成を促す。
〇市民総参加訓練（市民一斉避難訓練）実施に向けた取り組みの柱の一つとして明示し、啓発する。
※災害時要援護者の支援者のボランティア保険料を豊岡市が負担する取り組みを平成29年度に創設。
〇ケアプラン等の作成時に災害時に必要な情報も盛り込んだ内容となるよう、事業者等へ要請する

取組内容および結果

訓練での検証
市民総参加訓練の実施にあたり、各区に対し、避難行動要援護者個別支援計画に基づく避難誘導
を要請した。

避難行動要援護者対策
市では、避難行動要援護者が 「いつ」、「誰が」、「誰を」、「どこに」 避難させるかを定めた個別支援
計画 の策定を各区にお願いしている。
また、個別支援計画の加入促進のため、支援いただく方には市が掛け金を負担して、ボランティア
保険に加入。2022年11月末日時点での策定率は、４０．２％（74区/184区）。

福祉専門職との連携
区・自主防災組織が災害時要援護者の個別支援計画作成にあたり、どんな配慮が必要なのか福祉
専門職にアドバイスが必要となった際に、市が福祉専門職とコンタクトを取り、福祉専門職から配慮
事項などの助言が得られることで、より実効性の高い個別支援計画が作成できるような仕組みづくり
を構築について検討する。



具体的取組 NO.7 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の
実施による防災教育の継続

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応
策について学ぶ。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

10

○台風23号メモリアル防災授業を市内全ての公立幼稚園・小中学校で実施する。
防災授業では、国土交通省作成（市編集協力、写真資料集提供）の学年別教材を活用しての実施について引き続き啓発する

• 令和元年度までは、小学校の学齢（低・中・高学年）のレベルに応じたテーマを設定し、水害の防災教育教材を作成。
• 今年度（令和２年度）では、中学校を対象とした水害の防災教育教材を作成した。
• 上記に加え、コロナ禍での避難を考えることをテーマにした教材を、小・中学校版で作成した。
• 市内小中学校に対し、台風23号メモリアル授業（10月実施）に合わせて提供した。

学習のテーマ ねらい

テーマ①
“学ぶ力”を身に付ける

避難できない人間の心理を理解する

テーマ②
“考える力”を身に付ける

水害時の具体的な避難行動を考える

テーマ③
“貢献する力”を身に付ける

水害犠牲者を出さないために、中学
生の自分たちにできることを考える

【中学校版】学習のテーマ

“コロナ禍避難”の学習のテーマ
学習のテーマ ねらい

“分散避難”の考え方を知る
新型コロナウイルスが蔓延するなかで
の避難を考える



具体的取組 NO.8 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の
被害想定やその対応策の内容を反映

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 R2から継続 取組機関 市、県、国、交

取組概要

豊岡市

11

○地域コミュニティを対象とした出前講座を積極的に行う。

取組内容および結果

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
き
っ
か
け
と
し
た
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
例



具体的取組 NO.9-① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H30から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

12

○女性、子育て世代に情報提供できる機会を検討する。

県立日高高校で出前講座の実施（10/12・12/21）

地域での出前講座には、女性の参加を促すよう、主催者に要請した。

防災ワークショップでは、各区から３人の出席を依頼した際に、１人は必ず女
性を、また若い年代の方にも参加いただくよう、各区に人選をお願いした。



具体的取組
NO.9-② 水害の恐れのある地域に居住することの
危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

13

○防災マップの提供

防災マップを更新。2022年５月、計画規模降雨の防災マップを配布。

Ｌ２規模水害に対応していない避難場所の周知を引き続き行う。
Ｌ２不適避難場所の対応策
⑴Ｌ２での想定浸水にも対応する避難場所への早期誘導
⑵Ｌ２不適の避難場所であることの住民周知
⑶救命胴衣等の配備

WEB版防災マップを新規作成。2022年１月公開。
https://arcg.is/n844m

Ｌ２規模水害に対応していない避難場所（７か所）
但馬技術大学校２階体育館、納屋区会館、五荘地区コミュニティセンター、ＪＡたじま農業センター、
竹野南地区コミュニティセンター、国府地区コミュニティセンター、福住地区コミュニティセンター

L2規模災害の襲来に備え、あらかじめ避難場所を決めておくことを啓発している。



具体的取組
NO.9-③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを

活用した広報の充実

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

14

○地域コミュニティでの防災ワークショップを引き続き実施する。

防災ワークショップを継続して実施。
今年度は、港地区と合橋地区で実施。
地域コミュニティから区へ、区から区民へ、
防災に関する情報が浸透するよう
内容と進め方を検討して進める。

地域での防災学習を支援するため、地域
の指導役の方を対象とした、住民学習素材
を「地域防災活動の手引き」として作成。

2022年12月20日の神戸新聞の記事



具体的取組 NO.9-④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

15

○「マイ避難カード」普及・啓発○「マイ避難カード」普及・啓発

自らの避難行動を平時に考えておく、マイ避難カードの普及・啓発を出前講座で行う。

防災ワークショップや出前講座で「マイ避難カードの作成」を体験してもらい、
多くの区民がマイ避難カードを作成する機会を設定する。

防災ワークショップを実施した地区には、「マイ避難カード」を全戸配布する。
コミュニティや区役員がマイ避難カードの記入について区民に説明し、
区民がマイ避難カードを作成する。作成状況については、後年度に調査を
行い、必要なフォローアップも実施する。
→中筋地区では、全戸でマイ避難カードを作成。マイ避難カードの裏面に「非
常持ち出し品リスト」を掲載。記入された「マイ避難カード」は、ラミネート加
工のうえ、ひもを付け、自宅のよく見える場所に掛けている。

→八条地区では、避難先を１つに絞った「ファミリー避難カード」として記入を
促し、市民総参加訓練時に記入したカードを持ち寄り、内容を確認した。



具体的取組 NO.9-⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

16

○フェニックス共済の加入促進について、兵庫県と連携して取り組む

防災ワークショップや出前講座で、フェニックス共済の普及啓発に努めた。



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

17

○資機材の点検、計画的な配備に努める

備蓄資機材の点検
→土のう袋や土のう用の土を計画的に購入。

損傷の激しい水防倉庫の修繕を検討
→2022年度、移築１か所、大規模修繕１か所実施。



具体的取組
NO.11 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく

訓練と継続的な実施

内容（施策）
実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国、交

取組概要

豊岡市

18

○出水期を踏まえ、豊岡消防団と、国・県・市の行政職員が一体となって水防訓練を実施する。
土のう作成や土のう積み訓練等を通じて、水災害の最前線で行われる消防団による水防活動の一端に触れることにより、水防技術と水
防災意識・知識の向上を図るとともに、積み土のうを実施するうえでの連携しての対応について確認する。

取組内容および結果

日時 2022年6月12日（日）実施
場所 六方河川防災ステーション
参加 豊岡消防団35人、国交省職員14人、

兵庫県但馬県民局職員10人、豊岡市新任等職員64人
３年ぶりの開催となり、指導者である豊岡消防団の指導力を確
認する機会としたため、市民の訓練参加は行わなかった。

「台風23号メモリアル水防訓練」の開催

訓練の効果
水防活動の知識を身に着けることができている。
訓練により、有事の際の連携もとりやすくなっている。



具体的取組
NO.12 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や

活動内容の情報共有

内容（施策）
地域コミュニティの活動を支援する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

19

○地域防災力向上のために、防災に関する「ワークショップ」を地域コミュニティを単位として実施する。

引き続き、地域コミュニティでの「防災ワークショップ」に取り組む

防災ワークショップで目指すもの

① 地域の災害リスクを確認する。
↓
② 地域の問題点を知る。（避難場所、避難のタイミング、要援護者の支援方法、住民の防災意識など）
↓
③ 住民、区、コミュニティなどの役割を知る。（意識啓発、物資の備蓄、訓練、避難所運営等）
↓
④ ①、②、③を踏まえ、それぞれの組織で検討すべきことを整理し、具体的な対応について検討し、
実現に向け取り組む。

地域コミュニティで取り組んでいる防災活動の支援を行う。
活動内容を市ＨＰに掲載し、コミュニティ間での情報共有やレベルの底上げにつなげる。

「ひょうご防災リーダー講座」の参加促進（特に女性の参加を促進する）



具体的取組 NO.13 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進

内容（施策）
重要水防箇所の共通認識を促進する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

20

○国土交通省、消防団と重要水防箇所の点検・確認を行う。

重要水防箇所を含む共同点検に参加。

堤防等の不具合箇所に関する情報を消防団から受けられるよう、消防団事
務局に依頼した。



具体的取組
NO.14 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための

制度・枠組み等の創設

内容（施策）
災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。

目標時期 H30から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

21

○受援計画を策定し、その検証を行う。

受援計画の受け入れ窓口担当者の年度更新の実施。

５月実施の職員訓練等の機会に、受援計画の見直しの実施。

災害時ボランティアセンター開設訓練の実施（９月16日（金））。
豊岡市社会福祉協議会と一般社団法人豊岡青年会議所、豊岡商工会

議所青年部、豊岡市商工会青年部との「災害時における相互協力に関する
協定」に基づき、災害時に市が設置し、社会福祉協議会が運営を行う「市災
害ボランティアセンター」の開設運営に関する訓練（合同研修会）を実施。
５団体から73人が参加。
災害ボランティアセンターの活動の流れを体験し、役割、業務内容の理解
が図られた。



具体的取組 NO.15 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等

内容（施策）
建設業協会との連携・協働体制を強化する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

22

○建設業協会や各種協定締結団体との連携を強化する

出水期前に協定の内容や連絡先を双方で確認した。



具体的取組 NO.16-① 想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能
増強及び重要資機材への影響確認、避難施設等の機能維持に関する施策の立案

内容（施策）
洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

23

○洪水時に想定される庁舎の災害リスクを把握する

本庁舎、城崎庁舎が浸水想定区域内にあることを確認。
浸水時に想定されるリスクを検討する。



具体的取組 NO.16-② 水防対応の手引きの作成・周知

内容（施策）
洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

24

○洪水時に想定される庁舎の災害リスクを把握する

防災マップにより、庁舎や避難施設の災害リスクを確認。
浸水想定区域内の本庁舎、城崎庁舎での業務継続に必要な措置を検討する。



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

25

○要配慮者利用施設である特別養護老人ホーム等で進んでいる避難確保計画作成を踏まえ、避難訓練の実施を促す
○要配慮者利用施設である保育所・幼稚園等で進んでいる避難確保計画作成を推進し、避難訓練の実施を促す

避難確保計画の策定状況
策定が求められる施設 161施設
うち避難確保計画策定済み施設 161施設

策定率100％達成

避難確保計画に沿った訓練実施施設数
訓練実施施設 128施設 訓練実施率 79.5％（前年は62.1％）
・訓練未実施施設には、12月に電話で訓練実施を依頼。
引き続き、訓練実施を促す。
・図上訓練等、施設管理者の負担が少ない訓練の事例などを紹介
している。



令和５年度の取組み予定

26

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

○想定最大規模を想定したタイムラインの見直し
〇災害時における避難情報の伝達に差異が生じないよう、避難情報を発令する一定の条件の検証

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

27

R4に見直しを行ったタイムラインを参考に、関係機関との訓練等に参加、内
容の検証する。

避難情報の発令の基準の確認



具体的取組
NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した

情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

28

〇「地域の災害リスク」を理解したうえで、「正しい避難行動」を身につけていただくため、区や地域コミュニティ等を対象とした出前講座で継
続した啓発を行う。

防災マップをもとに、「地域の災害リスク」を理解したうえで、「正しい避難行
動」を身につけていただくため、区や地域コミュニティ等を対象とした出前講
座で継続した啓発を行う。

各人、各家庭の避難のタイミング、避難先をあらかじめ決めておくための
ツールとして、「マイ避難カード」の普及に努める



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

29

○過去の災害対応の教訓から、避難行動等について理解促進を図るため、市長自ら全区長（町内会長）に対し、直接訴える。
〇特に知っておいていただきたい内容について、市のホームページに特設コーナーを設け、引き続き啓発する。

外出先でも災害情報が確認できるよう、SNSによる災害情報の提供を行う。

市HPに各種情報、リンク先を添付することで、多様な情報収集ができるように
する。

出水期前の春季市政懇談会において、市長が区長へ直接語り掛ける。



具体的取組 NO.4 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の
確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む減災防災運動を推進

内容（施策）
地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家
庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

30

○出前講座を行い、避難行動要援護者の個別支援計画作成や避難路選定等の進め方を啓発する。
〇引き続き「マイ防災マップ」や「マイ避難カード」の作成を普及を図る。

各人、各家庭の避難のタイミング、避難先をあらかじめ決めておくための
ツールとして、「マイ避難カード」の普及に努める。

出前講座では「いつ」「どこへ」を意識した避難行動が行えるよう、情報提供
を行う。



具体的取組 NO.5 浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する
区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周知

内容（施策）
浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。

目標時期 R2からR3まで 取組機関 市、県

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

31

○ハザードマップの更新
〇出前講座を行い、避難行動要援護者の個別支援計画作成や避難路選定等の進め方を啓発する。

○出前講座や防災ワークショップ等で、防災マップの活用方法の徹底や、
平時に市民一人ひとりが「逃げ時」や「逃げ先」を定めておく「マイ避難カード」の

作成促進について取り組む。

○個別支援計画の作成が進まない区に対して、計画の作成支援を行う。



具体的取組 NO.6 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する
要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施

内容（施策）
地域毎での個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県

取組概要

豊岡市

32

〇避難行動要援護者に対する個別支援計画作成までのフロー図を区長等に配布（市HPへも掲載）し、引き続き作成を促す。
〇市民総参加訓練（市民一斉避難訓練）実施に向けた取り組みの柱の一つとして明示し、啓発する。
※災害時要援護者の支援者のボランティア保険料を豊岡市が負担する取り組みを平成29年度に創設。
〇ケアプラン等の作成時に災害時に必要な情報も盛り込んだ内容となるよう、事業者等へ要請する

取組内容および結果

区に対し、引き続き、避難行動要援護者個別支援計画に基づく避難行動の
支援を要請する。

区が避難行動を支援する避難行動要援護者の数を減らすため、多様な避難
についての啓発を進める。
・離れて暮らしていても子どもや親族による避難支援
・普段利用している介護サービスの利用による避難
・災害リスクの高い区域に居住する避難行動要援護者に対して、
「ホテル避難」に係る費用の助成



具体的取組 NO.7 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の
実施による防災教育の継続

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応
策について学ぶ。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

33

○台風23号メモリアル防災授業を市内全ての公立幼稚園・小中学校で実施する。
防災授業では、国土交通省作成（市編集協力、写真資料集提供）の学年別教材を活用しての実施について引き続き啓発する

学齢に応じた防災教育資料を配布し、豊岡市の災害特性を理解できる防災
授業を実施する。

避難行動を自ら判断し、行動できるようメモリアル防災授業を実施する。



具体的取組 NO.8 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の
被害想定やその対応策の内容を反映

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 R2から継続 取組機関 市、県、国、交

取組概要

豊岡市

34

○地域コミュニティを対象とした出前講座を積極的に行う。

取組内容および結果

引き続き、地域コミュニティを対象とした出前講座を積極的に行う。

これまでに出前講座の要請のない地域コミュニティには、防災課から出前講
座の開催を促す。

地域の指導役の方を対象とした、住民学習素材の提供に向け、検討を行う。



具体的取組 NO.9-① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H30から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

35

○女性、子育て世代に情報提供できる機会を検討する。

事業所や、PTAなど子育て世代への出前講座の実施。

地域での出前講座には、女性の参加を促すよう、主催者に要請する。

SNSによる災害情報、避難情報の発信を行う。



具体的取組
NO.9-② 水害の恐れのある地域に居住することの
危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

36

○防災マップの提供

事業完了（2022年５月全戸配布済み）



具体的取組
NO.9-③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを

活用した広報の充実

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

37

○地域コミュニティでの防災ワークショップを引き続き実施する。

防災ワークショップを継続して実施する。
地域コミュニティから区へ、区から区民へ、防災に関する情報が浸透するよう
内容と進め方を検討して進める。

地域での防災学習を支援するため、地域の指導役の方を対象とした、住民学習
素材の提供に向け、検討を行う。



具体的取組 NO.9-④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

38

○「マイ避難カード」普及・啓発

自らの避難行動を平時に考えておく、マイ避難カードの普及・啓発を出前講座で
行う。

防災ワークショップや出前講座で「マイ避難カードの作成」を体験してもらい、
多くの区民がマイ避難カードを作成する機会を設定する。

防災ワークショップを実施した地区には、「マイ避難カード」を全戸配布する。
コミュニティや区役員がマイ避難カードの記入について区民に説明し、
区民がマイ避難カードを作成する。作成状況については、後年度に調査を
行い、必要なフォローアップも実施する。



具体的取組 NO.9-⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

39

○フェニックス共済の加入促進について、兵庫県と連携して取り組む

市広報や出前講座で、フェニックス共済の普及啓発に努める。



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

40

○資機材の点検、計画的な配備に努める

水害対策用物資の備蓄を計画的に行う。



具体的取組
NO.11 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく

訓練と継続的な実施

内容（施策）
実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国、交

取組概要

豊岡市

41

○出水期を踏まえ、豊岡消防団と、国・県・市の行政職員が一体となって水防訓練を実施する。
土のう作成や土のう積み訓練等を通じて、水災害の最前線で行われる消防団による水防活動の一端に触れることにより、水防技術と水
防災意識・知識の向上を図るとともに、積み土のうを実施するうえでの連携しての対応について確認する。

取組内容および結果

日時 2023年6月11日（日）に実施済。
場所 六方河川防災ステーション
参加 豊岡消防団 38人

国交省 16人
兵庫県但馬県民局 16人
豊岡市 32人
自主防災会 67人（市街地・八条地区）

「台風23号メモリアル水防訓練」の開催



具体的取組
NO.12 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や

活動内容の情報共有

内容（施策）
地域コミュニティの活動を支援する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

42

○地域防災力向上のために、防災に関する「ワークショップ」を地域コミュニティを単位として実施する。

引き続き、地域コミュニティでの「防災ワークショップ」に取り組む
防災ワークショップで目指すもの

① 地域の災害リスクを確認する。
↓
② 地域の問題点を知る。（避難場所、避難のタイミング、要援護者の支援方法、住民の防災意識など）
↓
③ 住民、区、コミュニティなどの役割を知る。（意識啓発、物資の備蓄、訓練、避難所運営等）
↓
④ ①、②、③を踏まえ、それぞれの組織で検討すべきことを整理し、具体的な対応について検討し、
実現に向け取り組む。

地域コミュニティで取り組んでいる防災活動の支援を行う。
活動内容を市ＨＰに掲載し、コミュニティ間での情報共有やレベルの底上げにつなげる。



具体的取組 NO.13 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進

内容（施策）
重要水防箇所の共通認識を促進する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

43

○国土交通省、消防団と重要水防箇所の点検・確認を行う。

６月５日実施の重要水防箇所の共同点検に参加。



具体的取組
NO.14 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための

制度・枠組み等の創設

内容（施策）
災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。

目標時期 H30から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

44

○受援計画を策定し、その検証を行う。

策定済みの受援計画の各部の担当者を確認し、訓練を通じ検証を行う。



具体的取組 NO.15 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等

内容（施策）
建設業協会との連携・協働体制を強化する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

45

○建設業協会や各種協定締結団体との連携を強化する

出水期前に協定の内容や連絡先を双方で確認する機会を設ける。



具体的取組 NO.16-① 想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能
増強及び重要資機材への影響確認、避難施設等の機能維持に関する施策の立案

内容（施策）
洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

46

○洪水時に想定される庁舎の災害リスクを把握する

本庁舎、城崎庁舎が浸水想定区域内にあることを確認済み。



具体的取組 NO.16-② 水防対応の手引きの作成・周知

内容（施策）
洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

47

○洪水時に想定される庁舎の災害リスクを把握する

浸水想定区域内の本庁舎、城崎庁舎での業務継続に必要な措置の検討を
施設管理者に依頼する。



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

豊岡市

48

○要配慮者利用施設である特別養護老人ホーム等で進んでいる避難確保計画作成を踏まえ、避難訓練の実施を促す
○要配慮者利用施設である保育所・幼稚園等で進んでいる避難確保計画作成を推進し、避難訓練の実施を促す

避難確保計画の検証のため、あらかじめ取り決めた避難先（指定緊急避難場
所や上層階への避難）への避難訓練に取り組むよう要請する。



令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ○72 ○ ○73 ◎74 ○75 ○76 ○77

① 洪水予報文の改善 ◎78 ◎

② 河川管理者による積極的な助言 ◎79 ◎

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎80 ◎81 ◎82 ◎83

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ○84 ○ ○85 ◎ ○86 ○87 ○88

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ◎89 ◎90 ○91 ○

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ◎92 ○

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ◎93 ○

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎94 ○ ○95 ◎96

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ○97 ○ ◎98

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ○99 ○ ○100 ◎101

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎102 ◎103 ○104 ○

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎105 ○ ○106 ○107

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎108 ○ ○

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ○109 ◎110

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ○111
◎112～
113 ◎114

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎115 ◎ ◎116

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎117 ◎118 ◎119

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ○120 ○ ◎121

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎122 ○ ○

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎123 ◎124 ◎125

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ○126 ○ ◎

② 水防対応の手引きの作成・周知 ○127 ○ ◎

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ◎128 ◎129 ◎130 ○131 ○132 ○133

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎134

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ○ ◎

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎135 ◎136

内容（施策） No. 具体的取り組み

主体となる機関(◎)協力して取り組む機関(○)

数字は頁 ※灰色文字は適宜実施

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

※

組織別版

兵庫県

資料－３②



具体的取組
NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した

情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

○「フェニックス防災システム」及び「ひょうご防災ネット（とよおか防災ネット）」・「ひょうごＥネット」の活用

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

地震災害をはじめ、あらゆる災害において、迅速な初動対応を支援する「フェニックス防災システム」を活用し、気象警報・注意報や地震・河川水位等
の観測情報を市町等に通知し、警戒を促すとともに、市町等からの災害・被害報告を受け、防災関係機関と情報共有を図りながら、可視化により被災
状況を把握。
災害時の避難勧告・避難指示（緊急）等の災害関連情報について、全国共通基盤である「Ｌアラート（災害情報共有システム）」や「ひょうご防災ネット」
と連携し、テレビ局等多様なメディアや携帯メールを通じて県民へ迅速かつ効率的に情報を提供。令和元年5月から「ひょうご防災ネットアプリ」の運用
開始。
「ひょうご防災ネット」やそれを外国語（12言語：中国語（簡体字・繁体字）、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、韓国語、ポルトガル
語、スペイン語、タイ語、ベトナム語）に翻訳した「ひょうごＥネット」を活用し、県民に災害情報、避難情報等の緊急情報及び緊急気象情報を発信。

・市役所・町役場、消防本部
・県警本部・警察署
・県庁防災部局、各部総務、土木部局、農林部局
・県民局防災担当・土木事務所・農林事務所等
・陸上・海上自衛隊、第五管区海上保安本部
・消防庁、神戸地方気象台、日赤兵庫県支部
・NTT西日本、関西電力、大阪ガス

体制設置状況
避難勧告等発令
避難所開設
災害報告 等

体制設置状況
水防指令・水防警報
県河川水位情報
県震度計情報 等

兵庫県

防災気象情報
気象注警報
地震津波情報 等

プッシュ通知により防災関係機関と情報共有

テレビ、ラジオ、インターネット、
携帯電話、スマートフォン等

様々な媒体により住民へ伝達

・ひょうご防災ネット
・ひょうごＥネット
・Ｌアラート
（災害情報共有システム）

システム連携

豊岡市

神戸地方気象台
ウェザーニューズ

避難勧告等発令情報
避難所開設情報
河川水位情報 等

1



具体的取組 NO.4 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の
確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む減災防災運動を推進

内容（施策）
地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家
庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、交

○但馬防災サバイバル講座
「自分の命は自分で守る」自助の取り組みを促すため、災害から命を守るために必要なノウハウを学ぶ講座を開催。併せて、非常用簡易
トイレ等の防災グッズを展示。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○但馬防災サバイバル講座

① 開催日程：令和4年10月1日
② 開催場所：豊岡市内
③ 対象者：一般県民 47名
④ 内 容
(1)講座・実践
・座学：最新の防災知識の講義、クイズ
・実践：サバイバル技能の実践・体験
(2)防災グッズ展示
・備えて欲しい防災グッズ
（非常用簡易トイレ、発電グッズ 等）

2



具体的取組 NO.9-⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県

○フェニックス相談員を配置し、自治会長宅等を個別訪問し、啓発及び住民の加入を呼びかけ。
○防災意識が高まる９月を加入強化月間と位置づけ、普及啓発活動を集中実施。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○フェニックス共済加入強化月間の取り組み
■ 強化月間：令和４年９月
■ 取組内容
①加入申込書付きパンフレット全戸配布
②相談員による個別訪問
③路線バスへの車外広告の掲載
④各種媒体による広報
⑤出前受付の実施

3

フェニックス共済加入状況
2023年3月末時点 （ ）前年比

区分
住宅再建共済
加入率

家財再建共済
加入率うち準半壊特約

加入率

豊岡市
15.3%
（-0.3）

47.3%
（+0.2）

5.4%
（-0.1）

但馬全体
14.6%
（-0.2）

45.2%
（+0.4）

4.8%
（±0）

県全体
9.5%

（-0.1）
57.5%
（+0.5）

2.8%
（-0.1）



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
災害発生時の広域応援用の資機材の備蓄、救援物資の集積・配送、応急活動要員が集結・出動するための活動拠
点等の機能を有する広域防災拠点を管理・運営する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○市町・消防等各防災関係機関の物資、資機材を補完するため、但馬広域防災拠点に物資等を備蓄。

・被災者用物資、感染対策用衛生物資、救助用資機材を備蓄。食糧品等消費期限のある物資は随時更新。

【備蓄物資（令和５年３月末現在）】 ※拠出分は除く

種別 数量

○被災者用物資

アルファ化米 2,000 食

リゾットご飯＋アルファ化米おにぎり 2,000 食

保存用パン 4,000 食

毛布 2,640 枚

ブルーシート 267 枚

組立式仮設トイレ 40 基

仮設風呂 3 基

防災プラベッド 756個

○感染対策用衛生物資

紙の間仕切りシステム 384 区画

消毒液（オゾン化アルコール） 36 本

○救助用資機材

人命救助システム 2 組

災害対策用ボート 2 台

【但馬広域防災拠点】
・所在地 豊岡市岩井（但馬空港敷地内）
・規模 建物延面積 ８１０㎡
・供用開始 平成１３年８月

4



具体的取組 NO.12 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や
活動内容の情報共有

内容（施策）
地域コミュニティの活動を支援する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

○「ひょうご防災減災推進条例」に基づく「ひょうご安全の日推進事業（助成事業）」により、地域団体などが行う実践的な防災訓練、防災学
習等を助成。
○防災・減災活動に役立つ、「新ひょうご防災アクション」及び「防災訓練はじめの一歩」の冊子を自治会等に配布。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

ひょうご安全の日推進事業（助成事業）

１ 実践活動事業
○助成対象：地域団体（自主防災組織、自治会等）、学生グループ、学校、

企業・事業所
○対象事業：①防災訓練、防災学習

② 「マイ避難カード」の作成に係るワークショップ、避難訓練等
②避難行動要支援者の個別支援計画の策定
③地区防災計画の策定
④避難所自主運営マニュアルの策定

○助成額 ：上限30万円
２ 自主防災組織強化支援事業
○助成対象：自主防災組織
○対象事業：① 避難行動要支援者対応を含む避難訓練

② 避難所自主運営マニュアル又はそれと同等の訓練計画に
よる避難所運営訓練

③ その他特色ある訓練（例：夜間避難訓練等）
○助成額 ：上限32万円
３ 若者支援事業
○助成対象：28歳以下の者が構成員の3/4以上を占める県内のグループ
○対象事業：震災の経験・教訓の継承・活用や防災減災の重要性の訴求に

資すると認められる事業
○助成額 ：上限10万円

自主防災組織の防災・減災活動の手引き

5



具体的取組 NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように
水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

○兵庫県地域防災計画（風水害等対策計画）の災害予防計画に県、市町その他の防災関係機関の平時からの防災組織体制について定
める。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○県職員行動マニュアルの作成

「災害時等職員行動マニュアル作成ガイドライン」に基づき、職員が災害発生時に迅速かつ的確な災害応急対策を実施することができるよう、通常業務
のうち最低限継続すべき業務を記載したうえで職員のとるべき行動を、部局ごとにとりまとめた職員行動マニュアルを作成し、初動緊急対応期の重要優先
業務をまとめた「兵庫県応急対応行動シナリオ」とともに、職場研修や訓練等を通じ、周知徹底を図る。

２４時間監視・即応体制の確立
災害の監視及び災害情報の収集・伝達体制等を確保するため、勤務時間外における職員の当直（日直・宿直）体制
を実施

災害対策要員等への連絡手段の確保 県の幹部職員等は、常時、災害時優先携帯電話等を携行

災害対策本部員の招集手段の確保
災害発生時に交通が途絶したときは、警察活動に支障がない限りにおいて、災害対策本部員のうちあらかじめ指定
された者をパトカー等により搬送

職員の体制

災害発生時における職員の体制につき、以下の事項をあらかじめ取り決めておき、職員に対しては定期的な訓練を
通じ、周知徹底を図る
①参集基準
②夜間、休日に災害が発生した場合における電話連絡網、緊急通報システムを使った参集体制
③応急活動時に使用する資機材の保管場所、使用方法の周知
④フェニックス防災システム端末の使用方法の習熟

災害発生時の行動指針・配備体制 勤務時間外／勤務時間内／組織及び配備体制の基準

動員・連絡体制 個別一覧表／幹部職員連絡ルート／課室別連絡ルート／代替要員名簿／総括表

組織体制と分掌事務 組織体制／分掌事務／災害応急対策の流れ（初動期（概ね３時間以内）／初動期以降）／各部局関係機関の連絡先

○県の災害対策要員等の確保体制

6



令和５年度の取組み予定

7

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組
NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した

情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

○「フェニックス防災システム」及び「ひょうご防災ネット（とよおか防災ネット）」・「ひょうごＥネット」の活用

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

地震災害をはじめ、あらゆる災害において、迅速な初動対応を支援する「フェニックス防災システム」を活用し、気象警報・注意報や地震・河川水位等
の観測情報を市町等に通知し、警戒を促すとともに、市町等からの災害・被害報告を受け、防災関係機関と情報共有を図りながら、可視化により被災
状況を把握。
災害時の避難勧告・避難指示（緊急）等の災害関連情報について、全国共通基盤である「Ｌアラート（災害情報共有システム）」や「ひょうご防災ネット」
と連携し、テレビ局等多様なメディアや携帯メールを通じて県民へ迅速かつ効率的に情報を提供。令和元年5月から「ひょうご防災ネットアプリ」の運用
開始。
「ひょうご防災ネット」やそれを外国語（12言語：中国語（簡体字・繁体字）、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、韓国語、ポルトガル
語、スペイン語、タイ語、ベトナム語）に翻訳した「ひょうごＥネット」を活用し、県民に災害情報、避難情報等の緊急情報及び緊急気象情報を発信。

・市役所・町役場、消防本部
・県警本部・警察署
・県庁防災部局、各部総務、土木部局、農林部局
・県民局防災担当・土木事務所・農林事務所等
・陸上・海上自衛隊、第五管区海上保安本部
・消防庁、神戸地方気象台、日赤兵庫県支部
・NTT西日本、関西電力、大阪ガス

体制設置状況
避難勧告等発令
避難所開設
災害報告 等

体制設置状況
水防指令・水防警報
県河川水位情報
県震度計情報 等

兵庫県

防災気象情報
気象注警報
地震津波情報 等

プッシュ通知により防災関係機関と情報共有

テレビ、ラジオ、インターネット、
携帯電話、スマートフォン等

様々な媒体により住民へ伝達

・ひょうご防災ネット
・ひょうごＥネット
・Ｌアラート
（災害情報共有システム）

システム連携

豊岡市

神戸地方気象台
ウェザーニューズ

避難勧告等発令情報
避難所開設情報
河川水位情報 等
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具体的取組 NO.4 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の
確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む減災防災運動を推進

内容（施策）
地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家
庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、交

○但馬防災サバイバル講座
「自分の命は自分で守る」自助の取り組みを促すため、災害から命を守るために必要なノウハウを学ぶ講座を開催。併せて、非常用簡易
トイレ等の防災グッズを展示。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○但馬防災サバイバル講座

① 開催日程：令和5年9月30日（予定）
② 開催場所：豊岡市内
③ 対象者：一般県民 50名程度
④ 内 容
(1)講座・実践
・座学：最新の防災知識の講義、クイズ
・実践：サバイバル技能の実践・体験
(2)防災グッズ展示
・備えて欲しい防災グッズ
（非常用簡易トイレ、発電グッズ 等）

9



具体的取組 NO.9-⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県

○フェニックス相談員を配置し、自治会長宅等を個別訪問し、啓発及び住民の加入を呼びかけ。
○防災意識が高まる９月を加入強化月間と位置づけ、普及啓発活動を集中実施。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○フェニックス共済加入強化月間の取り組み
■ 強化月間：令和４年９月
■ 取組内容
①加入申込書付きパンフレット全戸配布
②相談員による個別訪問
③路線バスへの車外広告の掲載
④各種媒体による広報
⑤出前受付の実施

10

フェニックス共済加入状況
2023年5月末時点

区分
住宅再建共済
加入率

家財再建共済
加入率うち準半壊特約

加入率

豊岡市 15.3% 47.4% 5.4%

但馬全体 14.5% 45.3% 4.8%

県全体 9.4% 57.4% 2.8%



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
災害発生時の広域応援用の資機材の備蓄、救援物資の集積・配送、応急活動要員が集結・出動するための活動拠
点等の機能を有する広域防災拠点を管理・運営する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○市町・消防等各防災関係機関の物資、資機材を補完するため、但馬広域防災拠点に物資等を備蓄。

・被災者用物資、感染対策用衛生物資、救助用資機材を備蓄。食糧品等消費期限のある物資は随時更新。

【備蓄物資（令和５年３月末現在）】 ※拠出分は除く

種別 数量

○被災者用物資

アルファ化米 2,000 食

リゾットご飯＋アルファ化米おにぎり 2,000 食

保存用パン 4,000 食

毛布 2,640 枚

ブルーシート 267 枚

組立式仮設トイレ 40 基

仮設風呂 3 基

防災プラベッド 756個

○感染対策用衛生物資

紙の間仕切りシステム 384 区画

消毒液（オゾン化アルコール） 36 本

○救助用資機材

人命救助システム 2 組

災害対策用ボート 2 台

【但馬広域防災拠点】
・所在地 豊岡市岩井（但馬空港敷地内）
・規模 建物延面積 ８１０㎡
・供用開始 平成１３年８月
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具体的取組 NO.12 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や
活動内容の情報共有

内容（施策）
地域コミュニティの活動を支援する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

○「ひょうご防災減災推進条例」に基づく「ひょうご安全の日推進事業（助成事業）」により、地域団体などが行う実践的な防災訓練、防災学
習等を助成。
○防災・減災活動に役立つ、「新ひょうご防災アクション」の冊子を自治会等に配布。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

ひょうご安全の日推進事業（助成事業）

１ 実践活動事業
○助成対象：地域団体（自主防災組織、自治会等）、学生グループ、学校、

企業・事業所
○対象事業：①防災訓練、防災学習

② 「マイ避難カード」の作成に係るワークショップ、避難訓練等
②避難行動要支援者の個別支援計画の策定
③地区防災計画の策定
④避難所自主運営マニュアルの策定

○助成額 ：上限30万円
２ 自主防災組織強化支援事業
○助成対象：自主防災組織
○対象事業：① 避難行動要支援者対応を含む避難訓練

② 避難所自主運営マニュアル又はそれと同等の訓練計画に
よる避難所運営訓練

③ その他特色ある訓練（例：夜間避難訓練等）
○助成額 ：上限26万円
３ 若者支援事業
○助成対象：28歳以下の者が構成員の3/4以上を占める県内のグループ
○対象事業：震災の経験・教訓の継承・活用や防災減災の重要性の訴求に

資すると認められる事業
○助成額 ：上限10万円

自主防災組織の防災・減災活動の手引き

12



具体的取組 NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように
水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

○兵庫県地域防災計画（風水害等対策計画）の災害予防計画に県、市町その他の防災関係機関の平時からの防災組織体制について定
める。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

○県職員行動マニュアルの作成

「災害時等職員行動マニュアル作成ガイドライン」に基づき、職員が災害発生時に迅速かつ的確な災害応急対策を実施することができるよう、通常業務
のうち最低限継続すべき業務を記載したうえで職員のとるべき行動を、部局ごとにとりまとめた職員行動マニュアルを作成し、初動緊急対応期の重要優先
業務をまとめた「兵庫県応急対応行動シナリオ」とともに、職場研修や訓練等を通じ、周知徹底を図る。

２４時間監視・即応体制の確立
災害の監視及び災害情報の収集・伝達体制等を確保するため、勤務時間外における職員の当直（日直・宿直）体制
を実施

災害対策要員等への連絡手段の確保 県の幹部職員等は、常時、災害時優先携帯電話等を携行

災害対策本部員の招集手段の確保
災害発生時に交通が途絶したときは、警察活動に支障がない限りにおいて、災害対策本部員のうちあらかじめ指定
された者をパトカー等により搬送

職員の体制

災害発生時における職員の体制につき、以下の事項をあらかじめ取り決めておき、職員に対しては定期的な訓練を
通じ、周知徹底を図る
①参集基準
②夜間、休日に災害が発生した場合における電話連絡網、緊急通報システムを使った参集体制
③応急活動時に使用する資機材の保管場所、使用方法の周知
④フェニックス防災システム端末の使用方法の習熟

災害発生時の行動指針・配備体制 勤務時間外／勤務時間内／組織及び配備体制の基準

動員・連絡体制 個別一覧表／幹部職員連絡ルート／課室別連絡ルート／代替要員名簿／総括表

組織体制と分掌事務 組織体制／分掌事務／災害応急対策の流れ（初動期（概ね３時間以内）／初動期以降）／各部局関係機関の連絡先

○県の災害対策要員等の確保体制

13



令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ○72 ○ ○73 ◎74 ○75 ○76 ○77

① 洪水予報文の改善 ◎78 ◎

② 河川管理者による積極的な助言 ◎79 ◎

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎80 ◎81 ◎82 ◎83

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ○84 ○ ○85 ◎ ○86 ○87 ○88

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ◎89 ◎90 ○91 ○

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ◎92 ○

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ◎93 ○

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎94 ○ ○95 ◎96

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ○97 ○ ◎98

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ○99 ○ ○100 ◎101

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎102 ◎103 ○104 ○

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎105 ○ ○106 ○107

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎108 ○ ○

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ○109 ◎110

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ○111
◎112～
113 ◎114

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎115 ◎ ◎116

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎117 ◎118 ◎119

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ○120 ○ ◎121

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎122 ○ ○

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎123 ◎124 ◎125

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ○126 ○ ◎

② 水防対応の手引きの作成・周知 ○127 ○ ◎

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ◎128 ◎129 ◎130 ○131 ○132 ○133

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎134

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ○ ◎

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎135 ◎136

内容（施策） No. 具体的取り組み

主体となる機関(◎)協力して取り組む機関(○)

数字は頁 ※灰色文字は適宜実施

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

※

組織別版

豊岡土木事務所

資料－３③



具体的取組 NO.2-② 河川管理者による積極的な助言

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 県、国

○ 台風や津波等の発生時に的確な避難判断や行動ができるよう、市町や県民に対し災害危険情報を提供。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

①ＣＧハザードマップ〔県民・市町に発信〕
洪水・津波等5 種類のハザードマップ、河川水位・ライブカメラ画像等のリアルタイム情報を集約し、県ホーム
ページで提供。スマートフォン専用サイトではGPS機能により、現在地周辺のハザードマップを表示。
②箇所別土砂災害危険度〔市町に発信〕
市町が行う避難勧告の判断等を支援する
ため、土砂災害警戒区域ごとに、３時間先までの危険度を表示
（豊岡市では平成25年より運用）
③地域別土砂災害危険度〔県民・市町に発信〕
県と気象台が発表する「土砂災害警戒情
報」の補足として、県民の避難活動を支援
するため、最小１kmメッシュごとに、２時
間先までの危険度を表示

④洪水浸水想定区域図〔県民・市町に発信〕
水防法改正に伴い、想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図等を県管理河川で作成
（令和元年８月に円山川水系、令和２年５月に竹野川水系、須井川水系公表）

⑤河川氾濫予測システム〔市町に発信〕

市町の避難勧告等の発令の早期判断に向け、フェニックス防災システムで河川水位等を予測・配信している。
令和２年10月 ： 氾濫予測を３時間後から６時間後に拡大（改良済）
令和３～５年度 ： 予測精度向上の改良中（予測モデルにダム施設を反映等）

1



具体的取組 NO.9-② 水害の恐れのある地域に居住することの
危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

2

○迅速・的確な災害危険情報の発信（県下全域）

○県民への情報発信（県下全域）
①河川水位・雨量情報の発信
インターネットにより、県下の河川水位198箇所、雨量303箇所のリアルタイム情報を発信している他、
テレビのデータ放送でも水位・雨量情報を発信している。
②河川ライブカメラ等の配信
河川やダム、水門等の増水状況を県民が視覚的に確認できるよう、332箇所（うち但馬地域は55箇所）
のリアルタイム画像を県HP等で配信している。また、国土交通省の協力のもと、令和４年８月から川の
防災情報（https:www.river.go.jp/）でも県管理カメラ画像を見ることができる。
③避難に必要な情報等を記載したCGハザードマップの発信
インターネットにより、全河川の浸水想定区域図を公表するとともに、GPSで現在地周辺を表示可能な
スマートフォン専用サイトも開設している。
○市町等への情報の発信（県下全域）
①河川氾濫予測情報の発信
市町の避難勧告等の発令の早期判断に向け、フェニックス防災システムで河川水位等を予測・配信。
令和２年10月 ： 氾濫予測を３時間後から６時間後に拡大（改良済）
令和３～５年度 ： 予測精度向上の改良中（予測モデルにダム施設を反映等）



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

3

○必要な資機材の整備

・年に２回（出水期前と年度末）、水防倉庫の資機材の点検及び補充、入れ替えを行っている

水防倉庫

令和4年4月時点の豊岡土木事務所の
水防倉庫の資機材一覧表

水防倉庫位置図

種 別 数量 種 別 数量

大型土嚢 ３００枚 おの ８丁

土嚢 １８００枚 かま ２０丁

ビニールシート ３０枚 なた １０丁

ロープ ４４６ｍ じょれん １０丁

杭 ９１２本 つるはし ２０丁

針金 ２３㎏ くわ １９丁

くぎ １１㎏ ペンチ １０丁

かすがい ５０本 ハンマー １５丁

スコップ ４９丁 救命胴衣 １０着

かけや １８丁 救命うきわ ８ ケ

たこづち ６丁 一輪車 ９台

のこぎり １５丁 土のう製作器 ３基



具体的取組 NO.15 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等

内容（施策）
建設業協会との連携・協働体制を強化する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

○建設業協会と連携・協働し、災害時の応急復旧対策を行う。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

4

災害時の応急復旧対策を速やかに行うため、建設業協会との連携・協働体制を整える。

・協定の締結
平成18年に兵庫県と社団法人兵庫県建設業協会豊岡支部間で「災害発生時における応急対策業務
に関する基本協定」を締結。（毎年更新。令和４年度構成者数３６者）

・連携・協働体制の維持
毎年４月に連絡体制を確認し、出水期前の水防情報伝達演習で実際に連絡し、災害に備えている。



具体的取組
NO.21 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の

活用及び検証

内容（施策）
既存施設の有効活用

目標時期 R2から適宜 取組機関 県、国

○既存ダムの有効活用による洪水調節機能強化

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

5

○但東ダムの事前放流への備え
令和２年５月に締結した「円山川水系治水協定」及び令和２年８月に締結した「緊急時におけるダム
利水容量の有効活用に関する確認書」に基づき、但東ダムの事前放流の実施に備えている。

県管理ゲートレスダムの事前放流については、利水者の協力の上、利水容量を活用した事前放流の
体制を構築している。

ダム 洪水調節容量
（万m3）

洪水調節可能容量
（万m3）※１

基準降雨量
（mm/24時間）

※ 令和４年度 事前放流の実績なし

但東ダム １９ ２２ １９７



令和５年度の取組み予定

6

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組 NO.2-② 河川管理者による積極的な助言

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 県、国

○ 台風や津波等の発生時に的確な避難判断や行動ができるよう、市町や県民に対し災害危険情報を提供。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

①ＣＧハザードマップ〔県民・市町に発信〕
洪水・津波等5 種類のハザードマップ、河川水位・ライブカメラ画像等のリアルタイム情報を集約し、県ホーム
ページで提供。スマートフォン専用サイトではGPS機能により、現在地周辺のハザードマップを表示。
②箇所別土砂災害危険度〔市町に発信〕
市町が行う避難勧告の判断等を支援する
ため、土砂災害警戒区域ごとに、３時間先までの危険度を表示
（豊岡市では平成25年より運用）
③地域別土砂災害危険度〔県民・市町に発信〕
県と気象台が発表する「土砂災害警戒情
報」の補足として、県民の避難活動を支援
するため、最小１kmメッシュごとに、２時
間先までの危険度を表示

④洪水浸水想定区域図〔県民・市町に発信〕
水防法改正に伴い、想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図等を県管理河川で作成
（令和元年８月に円山川水系、令和２年５月に竹野川水系、須井川水系公表）

⑤河川氾濫予測システム〔市町に発信〕

市町の避難勧告等の発令の早期判断に向け、フェニックス防災システムで河川水位等を予測・配信している。
令和２年10月 ： 氾濫予測を３時間後から６時間後に拡大（改良済）
令和３～５年度 ： 予測精度向上の改良中（予測モデルにダム施設を反映等）

7



具体的取組 NO.9-② 水害の恐れのある地域に居住することの
危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

8

○迅速・的確な災害危険情報の発信（県下全域）

○県民への情報発信（県下全域）
①河川水位・雨量情報の発信
インターネットにより、県下の河川水位198箇所、雨量303箇所のリアルタイム情報を発信している他、テ
レビのデータ放送でも水位・雨量情報を発信している。
②河川ライブカメラ等の配信
河川やダム、水門等の増水状況を県民が視覚的に確認できるよう、332箇所（うち但馬地域は55箇所）
のリアルタイム画像を県HP等で配信している。また、国土交通省の協力のもと、令和４年８月から川の防
災情報（https:www.river.go.jp/）でも県管理カメラ画像を見ることができる。
③避難に必要な情報等を記載したCGハザードマップの発信
インターネットにより、全河川の浸水想定区域図を公表するとともに、GPSで現在地周辺を表示可能な
スマートフォン専用サイトも開設している。
○市町等への情報の発信（県下全域）
①河川氾濫予測情報の発信
市町の避難勧告等の発令の早期判断に向け、フェニックス防災システムで河川水位等を予測・配信。
令和２年10月 ： 氾濫予測を３時間後から６時間後に拡大（改良済）
令和３～５年度 ： 予測精度向上の改良中（予測モデルにダム施設を反映等）



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

9

○必要な資機材の整備

・年に２回（出水期前と年度末）、水防倉庫の資機材の点検及び補充、入れ替えを行っている

水防倉庫

令和4年4月時点の豊岡土木事務所の
水防倉庫の資機材一覧表

水防倉庫位置図

種 別 数量 種 別 数量

大型土嚢 ３００枚 おの ８丁

土嚢 １８００枚 かま ２０丁

ビニールシート ３０枚 なた １０丁

ロープ ４４６ｍ じょれん １０丁

杭 ９１２本 つるはし ２０丁

針金 ２３㎏ くわ １９丁

くぎ １１㎏ ペンチ １０丁

かすがい ５０本 ハンマー １５丁

スコップ ４９丁 救命胴衣 １０着

かけや １８丁 救命うきわ ８ ケ

たこづち ６丁 一輪車 ９台

のこぎり １５丁 土のう製作器 ３基



具体的取組 NO.15 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等

内容（施策）
建設業協会との連携・協働体制を強化する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

○建設業協会と連携・協働し、災害時の応急復旧対策を行う。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

10

災害時の応急復旧対策を速やかに行うため、建設業協会との連携・協働体制を整える。

・協定の締結
平成18年に兵庫県と社団法人兵庫県建設業協会豊岡支部間で「災害発生時における応急対策業務
に関する基本協定」を締結。（毎年更新。令和４年度構成者数３６者）

・連携・協働体制の維持
毎年４月に連絡体制を確認し、出水期前の水防情報伝達演習で実際に連絡し、災害に備えている。



具体的取組
NO.21 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の

活用及び検証

内容（施策）
既存施設の有効活用

目標時期 R2から適宜 取組機関 県、国

○既存ダムの有効活用による洪水調節機能強化

取組概要

取組内容および結果

兵庫県

11

○但東ダムの事前放流への備え
令和２年５月に締結した「円山川水系治水協定」及び令和２年８月に締結した「緊急時におけるダム
利水容量の有効活用に関する確認書」に基づき、但東ダムの事前放流の実施に備えている。

令和５年６月からは、事前放流後の利水容量の回復が見込める範囲内で実施する事前放流の暫定
運用を開始している。

ダム 洪水調節容量
（万m3）

洪水調節可能容量
（万m3）※１

基準降雨量
（mm/24時間）

但東ダム １９ ２１．６ １９７

県管理ゲートレスダムの事前放流については、利水者の協力の上、利水容量を活用した事前放流
の体制を構築している。



令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ○72 ○ ○73 ◎74 ○75 ○76 ○77

① 洪水予報文の改善 ◎78 ◎

② 河川管理者による積極的な助言 ◎79 ◎

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎80 ◎81 ◎82 ◎83

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ○84 ○ ○85 ◎ ○86 ○87 ○88

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ◎89 ◎90 ○91 ○

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ◎92 ○

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ◎93 ○

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎94 ○ ○95 ◎96

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ○97 ○ ◎98

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ○99 ○ ○100 ◎101

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎102 ◎103 ○104 ○

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎105 ○ ○106 ○107

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎108 ○ ○

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ○109 ◎110

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ○111
◎112～
113 ◎114

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎115 ◎ ◎116

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎117 ◎118 ◎119

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ○120 ○ ◎121

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎122 ○ ○

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎123 ◎124 ◎125

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ○126 ○ ◎

② 水防対応の手引きの作成・周知 ○127 ○ ◎

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ◎128 ◎129 ◎130 ○131 ○132 ○133

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎134

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ○ ◎

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎135 ◎136

内容（施策） No. 具体的取り組み

主体となる機関(◎)協力して取り組む機関(○)

数字は頁 ※灰色文字は適宜実施

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

※

組織別版

神戸地方気象台

資料－３④



具体的取組 NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、
試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、鉄

取組概要

神戸地方気象台

1

５月１１日、１９日、２７日、３１日に河川管理者ともに
指定河川洪水予報の演習訓練を実施した。

５月２３日、２４日、２５日、２６日、３０日、３１日に兵
庫県と土砂災害警戒情報作成発信訓練を行った。



具体的取組 NO.2-① 洪水予報文の改善

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H28から適宜 取組機関 気、国

取組概要

神戸地方気象台

2

R4年6月13日



具体的取組
NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを

活用した情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

神戸地方気象台

3



具体的取組 NO.4 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所
の確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む減災防災運動を推進

内容（施策）
地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家
庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、鉄

取組概要

神戸地方気象台

4



具体的取組 NO.9-② 水害の恐れのある地域に居住することの
危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 R3から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

5

神戸地方気象台



＜報道機関との連携に関する取組＞

・６月３日に今年度の防災気象情報の改善について、２月１３日に長周期地震動につ
いてオンラインで勉強会を実施し、意見交換を行いました。
・また、適宜取材対応も行い、さらなる連携強化に努めました。

具体的取組 NO.9-③ 教育機関、ラジオ等のメディア、
地域コミュニティを活用した広報の充実

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

6

神戸地方気象台



令和５年度の取組み予定

7

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組 NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、
試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、鉄

取組概要

神戸地方気象台

8

河川管理者と指定河川洪水予報の発表演習を実施
（4月25、26日、5月9、12、18日、6月5、8日）

兵庫県と土砂災害警戒情報作成発信訓練を実施
（4月18、25、27日、5月9、10日）



具体的取組
NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを

活用した情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

神戸地方気象台

9

台長、「担当チーム」が市町を訪問し、首長、防災担当者と懇談

• 台長、「担当チーム」が市
町を訪問し、首長、防災担
当者と懇談。

• 災害発生・警報発表した
事例について、気象台と
市町防災担当と「振り返
り」を実施。

• 防災気象情報の内容、タ
イミング、防災対応につい
て意見交換。

• 継続的な改善に努める。



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、鉄

取組概要

神戸地方気象台

10

大雨警報（浸水害）、洪水警報等の基準の見直し
（R5年6月8日から新基準で運用開始）

大雨警報（浸水害）、洪水警

報等の基準（値）を適切に維

持するため、毎年、新たに水

害資料を追加して基準（値）

の見直しを行っています。

R5年は、6月8日から新しい

基準（値）で運用を開始しま

した。



具体的取組 NO.4 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所
の確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む減災防災運動を推進

内容（施策）
地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家
庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国、鉄

取組概要

神戸地方気象台

11

台風接近時の作業を疑似体験するワークショップを開催
気象台から発表される防災気象情報を受け、防災指令・避難情報の発令、解
除を的確に行うため、神戸市危機管理室や区役所職員を対象として、台風接
近時の作業を疑似体験するワークショップを開催。

（5月24日：神戸市役所）



具体的取組 NO.7 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の
実施による防災教育の継続

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応
策について学ぶ。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

神戸地方気象台

12

教育委員会と連携して防災教育を支援
兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会と連携し、防災担当教員を対象とした
研修会などにおいて、防災気象情報の活用方法や気象・地震災害への備えに
ついて普及啓発を行い、防災教育を支援。また、学校防災マニュアルの見直し
や地震訓練等に参加し、助言するなどの取り組みも推進中。

兵庫県教育委員会からの依頼により丹波南小学校の職員を対象とした防災授
業を実施予定（7月20日）



具体的取組 NO.9-② 水害の恐れのある地域に居住することの
危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

13

神戸地方気象台

洪水に関する危険度情報の一体的発信
地域の洪水の危険度を一元的に確認できるよう、これまで別々に提供してきた
「洪水警報の危険度分布」（洪水キキクル）と「国管理河川の洪水の危険度分
布」（水害リスクライン）を気象庁ホームページ上で一体的に表示（2月16日）



具体的取組 NO.9-③ 教育機関、ラジオ等のメディア、
地域コミュニティを活用した広報の充実

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

取組概要

14

神戸地方気象台

大雨や台風に対する注意警戒の呼びかけ
6月1日から3日にかけての梅雨前線や台風第2号による大雨について、県内自
治体や報道機関、ライフライン各社へ「オンライン解説」により、注意警戒を呼び
掛けた。（6月1日）



令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ○72 ○ ○73 ◎74 ○75 ○76 ○77

① 洪水予報文の改善 ◎78 ◎

② 河川管理者による積極的な助言 ◎79 ◎

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎80 ◎81 ◎82 ◎83

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ○84 ○ ○85 ◎ ○86 ○87 ○88

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ◎89 ◎90 ○91 ○

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ◎92 ○

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ◎93 ○

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎94 ○ ○95 ◎96

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ○97 ○ ◎98

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ○99 ○ ○100 ◎101

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎102 ◎103 ○104 ○

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎105 ○ ○106 ○107

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎108 ○ ○

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ○109 ◎110

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ○111
◎112～
113 ◎114

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎115 ◎ ◎116

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎117 ◎118 ◎119

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ○120 ○ ◎121

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎122 ○ ○

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎123 ◎124 ◎125

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ○126 ○ ◎

② 水防対応の手引きの作成・周知 ○127 ○ ◎

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ◎128 ◎129 ◎130 ○131 ○132 ○133

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎134

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ○ ◎

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎135 ◎136

内容（施策） No. 具体的取り組み

主体となる機関(◎)協力して取り組む機関(○)

数字は頁 ※灰色文字は適宜実施

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

※

組織別版

豊岡河川国道

資料－３⑤



具体的取組 NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、
試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、鉄

○令和４年５月１１日にタイムラインに基づき減災対策協議会会員への洪水氾濫時の情報伝達及び国（河川管理者）から豊岡市への助言
（ホットライン）等を想定した洪水対応演習を実施。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

1

今年度内に既存のタイムラインを改良更新。

今年度は、円山川、出石川、奈佐川の３河川が決壊するシミュレーションで実施

＜背景＞
・令和３年５月災害対策基本法が見直され、避難勧告・避難指示が一本化される
・令和３年１０月国土交通省防災業務計画を見直し始め、防災業務計画との整合を図る

＜取り組み＞
・当協議会を通じて、参画機関のタイムラインの整合を図る。
・毎年、出水期前に関係機関と確認、演習・訓練に活用し、見直していく。
・災害後に振り返りを行う。



具体的取組 NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した
情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

○市内教育機関で重点的に配布する河川情報周知のためのチラシを2種類作成。また、事務所にて運用しているtwitterを活用してリアルタ
イムの情報発信を提供する。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

2

河川情報周知チラシ Twitterによる情報伝達

＜運用方法＞
・平常時には事務所にて取り組んだ事業について、
広報として発信する。
・水位上昇時には氾濫注意水位（レベル２）以上に
なった場合、システムと連動して発信する。

＜災害時発信＞ ＜平常時発信＞



※危険度はイ
メージ

具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、鉄

○洪水に関する危険度情報の一体的発信
水害リスクラインHPにおいても、同様の危険度分布を表示。現況の危険度に加え、6時間先までの危険度も閲覧可能となる。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

3

「国管理河川の洪水の危険度分布※」
（水害リスクライン）

※ 大河川のきめ細かな越水・溢水の危険度を伝える

「洪水警報の危険度分布※ 」
（洪水キキクル）

※ 中小河川の洪水危険度を伝える

令和５年
2月中旬
運用開始

自治体・住民が
それぞれの詳細なリスク情報を

洪水キキクルページ（気象庁HP）
でワンストップで確認可能に



具体的取組 NO.7 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の
実施による防災教育の継続

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応
策について学ぶ。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国

○平成29年度から幼稚園や保育園、小中学生向けの防災教材を作成し、市内の公立幼稚園、小中学校の防災授業での活用と防災力向
上を図った。

取組概要

豊岡河川国道

4

令和３年度作成

（幼稚園・保育園向け学習教材）

授業テーマとねらい

テーマ１

テーマ２

テーマ３

「洪水について理解する」

「雨の恵みについて知る」

「家族や先生の言うことを
良く聞く」

「写真やイラストを多用した教材」

平成29年度～令和元年度作成 令和２年度作成

取組内容および結果

令和４年度作成（一般・防災リーダ向け防災啓発支援資料）

「避難情報とそのときの行動」編

「防災マップ」編

「マイ避難カード」編

「土砂災害を知る」編

「防災情報収集」編

「避難支援」編 等



具体的取組 NO.8 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の
被害想定やその対応策の内容を反映

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 R2から継続 取組機関 市、県、国、鉄

○土地利用や住まい方の工夫や防災まちづくりなどへの活用を目的として、発生頻度が高い降雨規模の浸水範囲と浸水頻度を図示した
「水害リスクマップ（浸水頻度図）」の作成・公表 を進めています。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

5

円山川水系の
国管理区間にお
ける外水氾濫の
みを想定したリス
クマップ

※現況河道の条
件で 浸水深５０
cm以上のエリア
を示したケース

今後は、国管理
河川以外の河川
氾濫や下水道等
の内水氾濫も考
慮した図を作成、
公表していく予定
です。

国管理河川の水害リス
クマップと多段階の浸
水想定図をまとめて確
認可能

「水害リスクマップ（浸
水頻度図）」は、多段階
の浸水想定図（発生頻
度は小さいものの浸水
範囲が広い大規模な
洪水や、浸水範囲は狭
いものの発生頻度が
高い小規模な洪水など、
様々な規模の洪水の
浸水想定図）を重ね合
わせたもの。



具体的取組 NO.8 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の
被害想定やその対応策の内容を反映

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 R2から継続 取組機関 市、県、国、鉄

○円山川水系においても「流域治水プロジェクト」に基づき、流域のあらゆる関係者が協働して流域治水を計画的に推進しています。
今後も継続的に対策の充実を図っていきます。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

6

令和３年度の
取組事例

※令和４年度の取組は
現在取りまとめ中



具体的取組 NO.9-① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H30から継続 取組機関 市、県、気、国

○一般住民を対象とした防災学習会を開催し、流域を越えた防災啓発情報を発信した。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

7

『YouTube配信の様子』
今年度の防災学習会では、新たな取り組みとして1ヶ月間の見逃し配信を
実施し、より多くの地域住民が防災学習会を視聴できる内容とした。

・配信期間：10月22日（土）～11月22日（火）
・総視聴回数：403回（11月16日時点）

『防災の取り組み事例の発表』

豊岡市高校生ボランティア
つながり隊

コミュニティなかすじ
タカの目 助け合い部

兵庫県防災士会
但馬エリア 豊岡ブロック

『概要』

日 時：令和4年10月22日（土）16:00～18:00
場 所：アイティ7階 豊岡市民プラザ
参加者：64名（会場）

東京大学大学院 情報学環
特任教授

片田 敏孝 先生

『参加者の感想』
・防災学習会が継続して毎年開催されていることに敬意を表します。防災意識の向上が感じられます。
・行政以外の防災活動を知ることができ、良かったです。

『各発表への講評』



具体的取組 NO.9-③ 教育機関、ラジオ等のメディア、
地域コミュニティを活用した広報の充実

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H31から継続 取組機関 市、県、気、国

○豊岡河川国道事務所近隣に在中している中学校2年生の生徒をお招きし、豊岡河川国道事務所が行っている道路事業及び河川事業に
ついて、様々な体験活動を実施する中で防災に関する知識の習得を目指した。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

8

兵庫県の取り組みとして開催されているトライやる・ウィークに豊岡河川国道事務所としても、体験活動を行った。防災
の分野についても体験して頂き、川の防災に関する学習をはじめ、災害時に活躍する車やTEC-FORCEの説明、実際に
中郷遊水地へ行き、目的や効果を伝えた。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮して、実施した。

【生徒の感想】
・楽しく防災について学び、避難の大切さを学べたので良かったです。
・充実した5日間でした。自分が知らないことをたくさん知れました。

川の防災について学習 防災カードゲームで楽しく学ぶ 中郷遊水地整備目的や効果を現地で説明



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

○水防ステーション・緊急備蓄庫に備蓄されている水防資機材や根固めブロック等の数量を出水期前に確認した。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

9



コロナウイルスの影響によって3年ぶりの開催となっ
たため、訓練経験の無い若手職員を中心に開催し、来
年度以降の水防訓練において地域住民の防災意識向
上を図る。

具体的取組 NO.11 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく
訓練と継続的な実施

内容（施策）
実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国、鉄

○円山川水系において、甚大な被害をもたらした平成16年台風23号の水害の怖さを今一度振り返るとともに記憶の風化を防ぎ、今後の被
害を最小限にとどめるため、水防訓練を実施した。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

10

【概要】
・日 時：令和4年6月12日（日）9時～11時20分
・場 所：六方河川防災ステーション（立野拠点）
・参加者：132名

消防団員が行う水害時の現場対応への理解を深めるため、消防団の指導のもと、積み土のう工の訓練を実施

１．土のう袋に土を入れ、袋を縛る。
２．下流側から順に土のう袋を並べ、
土を蒔いて上から圧をかける。

３．杭を打つことで
安定性を確保する。



具体的取組 NO.12 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や
活動内容の情報共有

内容（施策）
地域コミュニティの活動を支援する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

○地域防災力向上のために、防災に関する「ワークショップ」を２地区で実施。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

11

R1

H30

R1

H30
H29

H29

H30

H29
R3

過年度実施済

今年度実施R4

R2

R2

R2

R2

R4

R4

平成29年度より、豊岡市が防災に関する住民ワークショップを
開催。「地域防災活動の手引き」作成に当たっては、水位情報提
供を盛り込む等、地域住民の防災支援に取り組んでいる。
今年度は、湊地区、合橋地区の2地区で実施した。

＜防災力向上住民ワークショップ実施地区＞

『令和4年度住民ワークショップ開催状況』

9月3日湊地区 12月17日合橋地区

対象地区コミュニティの行政区に対する事前アンケートの実施

住民ワークショップの実施

地域防災活動の手引きを配布



具体的取組 NO.13 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進

内容（施策）
重要水防箇所の共通認識を促進する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

○減災対策協議会終了後、出席者に豊岡市消防団を交えて堤防点検を実施し、重要水防箇所の確認を行った。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

12

5月24日（火）に開催した
減災対策協議会終了後、
円山川左岸の立野地区
及び奈佐川左岸の宮井
地区にて、重要水防箇所
の確認を行った。

日頃、情報共有を図るこ
との少ない鉄道やバス事
業者に対しても堤防にお
ける水防活動に関する情
報共有を行った。

円山川本川左岸立野地区 円山川支川奈佐川左岸宮井地区

越水（溢水）の最も重要な区間に位置
付けられた区間の確認や現在の堤防
整備状況などを確認した。

堤体漏水の可能性が高いことの確
認や堤防裏法尻補強が整備された
状況などを確認した。

＜参加団体＞

兵庫県但馬県民局・豊岡市・
豊岡市消防団・WILLER TRAINS
（株）・全但バス（株）・豊岡河
川国道事務所



具体的取組 NO.15 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等

内容（施策）
建設業協会との連携・協働体制を強化する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

○毎年、出水期までに連絡体制を確認し、今後も相互に協力関係を維持継続する

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

13

・近畿地方整備局豊岡河川国道事務所長と一般社団法人兵庫県建設業協会豊岡支部長は、平成１８年３月２０日付
けで「災害時等における近畿地方整備局所管施設等の緊急災害対応対策業務に関する協定書」に基づき、細目部分
に関する協定を締結。
・令和４年に出水があれば、建設業協会の出動を要請する。

災害時等における近畿地方整備局所管施設等の
緊急災害応急対策業務に関する細目協定



具体的取組 NO.16-① 宮井水位流量観測所の嵩上げ工事

内容（施策） 防災施設の機能増強を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

○奈佐川3.6kpにある宮井水位流量観測所において嵩上げ工事を行った。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

14

・これまで、宮井水位流量観測所は堤防法尻に位置しており、想定最大
規模（L2規模）の氾濫発生時には浸水する状況にあった。
・令和４年５月下旬に、観測所を堤防と同じ高さまで嵩上げする工事を
行った。
・これにより、想定最大規模の氾濫にも対応できるようになった。

旧局舎

新局舎

嵩上げ前 嵩上げ後



具体的取組 NO.18 河川整備計画に基づいた河川改修の実施

目標時期 Ｒ2から継続 取組機関 国

内容（施策） 洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。

○令和4年度、城崎町桃島、西芝、中郷区間において実施。

取組概要

豊岡河川国道事務所

取組内容および結果

15

中郷遊水地整備事業
築堤 L=300m

凡例 流下能力対策 ・過年度実施済み ・Ｒ４年度実施（計画）

河道掘削 V=17,000m3
桃島地区

樹木伐採 A=640m2
西芝地区

樹木伐採 A=360m2
中郷地区



令和５年度の取組み予定

16

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組 NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、
試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、鉄

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

17

洪水予報連絡会の会員組織の一部と流域タイムラインの確認
を行い見直し予定。



具体的取組 NO.1-② 洪水予報文の改善

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H28から適宜 取組機関 気、国

○組織改正及び法律改正に伴い「円山川水系洪水予報業務に関する細目協定」等を改正を行った。

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

18

令和５年６月２８日に令和５年度の組織改正及び「気象業務法
及び水防法の一部を改正する法律（令和５年５月３１日）」に伴い
「円山川水系洪水予報業務に関する細目協定」及び「円山川水系
洪水予報実施要領」の改正を行った。



具体的取組 NO.2-② 河川管理者による積極的な助言

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 県、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

19

令和５年度において、令和４年度作成した流域タイムラインを関
係機関と共に実証検証する。
令和６年度にかけて、上流域を含めた流域全体のタイムライン
を策定する。



具体的取組 NO.3-② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した
情報伝達・啓発活動の継続実施

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

20

令和５年度においても、SNS(twitter)や広報チラシを活用し、多
方面に向けて情報を伝達していく。



具体的取組 NO.7 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の
実施による防災教育の継続

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応
策について学ぶ。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

21

令和５年度においても、引き続き幼稚園並びに小中学校におい
て、メモリアル防災授業の一環として、引き続き学習用教材の使
用を図り、新たに映像教材を取り入れる。



具体的取組 NO.8 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の
被害想定やその対応策の内容を反映

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 R2から継続 取組機関 市、県、国、鉄

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

22

令和５年度も計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定や対応策
について、周知を図る。



具体的取組 NO.9-① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H30から継続 取組機関 市、県、気、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

23

令和５年度メモリアル防災学習会で市民参加による取組事例発
表として、実施予定。



具体的取組 NO.9-③ 教育機関、ラジオ等のメディア、
地域コミュニティを活用した広報の充実

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組みに幅広い年
齢層の参加を促す。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、気、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

24

令和５年５月２９日から６月２日までの5日間のトライやるウィー
クにて、豊岡北中学校と八鹿青渓中学校の生徒６名を受け入れ
実施した。



具体的取組 NO.10 災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の
配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策の立案・実施

内容（施策）
水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

25

令和５年度も防災ステーションの必要な資機材の配備を行う。



具体的取組 NO.11 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく
訓練と継続的な実施

内容（施策）
実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国、鉄

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

26

台風２３号メモリアル水防訓練を令和５年６月１１日に実施した。
主催：豊岡市、豊岡市豊岡消防団
共催：豊岡河川国道事務所、兵庫県但馬県民局
参加者：自主防災組織（八条地区・市街地地区）
参加人数： １７５名 （行政職員、地域住民合計）



具体的取組 NO.12 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や
活動内容の情報共有

内容（施策）
地域コミュニティの活動を支援する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

27

令和5年度においても住民ワークショップを実施予定としており、
その取組の中で作成予定。
一般市民向けの防災啓発資料を作成予定。
地域内において、自主的に防災対応能力向上を目指す。



具体的取組 NO.13 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進

内容（施策）
重要水防箇所の共通認識を促進する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

28

令和５年６月５日に円山川堤防共同点検を実施した。
今回の堤防点検では、合計９カ所の堤防を点検し、県・市・消
防団と共に出水期に備えるための情報共有を図りました。
参加者： 豊岡河川国道事務所、但馬県民局豊岡土木事務所、

豊岡市役所、城崎振興局、日高振興局、豊岡消防団、
城崎消防団、日高消防団 計２４名



具体的取組 NO.15 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等

内容（施策）
建設業協会との連携・協働体制を強化する。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

29

○毎年、出水期までに連絡体制を確認し、今後も相互に協力関係を維持継続する

・近畿地方整備局豊岡河川国道事務所長と一般社団法人兵庫県建設業協会豊岡支部長は、平成１８年３月２０日付
けで「災害時等における近畿地方整備局所管施設等の緊急災害対応対策業務に関する協定書」に基づき、細目部分
に関する協定を締結。
・令和５年に出水があれば、建設業協会の出動を要請する。

災害時等における近畿地方整備局所管施設等の
緊急災害応急対策業務に関する細目協定



具体的取組 NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように
水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、鉄

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

30

令和５年５月に時点更新を行った。
組織改正、人事異動、非常食等の時点更新。



具体的取組 NO.18 河川整備計画に基づいた河川改修の実施

内容（施策）
洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。

目標時期 R2から継続 取組機関 国

○

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

31

令和５年度のハード対策を報告。



具体的取組
NO.2１ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の

活用及び検証

内容（施策）
既存施設の有効活用。

目標時期 R3から適宜 取組機関 県、国

取組概要

取組内容および結果

豊岡河川国道

32

令和５年６月１４日に「円山川水系ダム洪水調節機能協議会」
をWeb会議で開催した。
出席 ：協議会構成１０団体

○「円山川水系ダム洪水調節機能協議会」を開催。



令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※

組織別版

JR

資料－３⑥



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＪＲ

1

令和４年度
・タイムラインに沿った対応を実施
・必要に応じてタイムラインの修正
・異常時の情報提供の充実

○情報提供ツール

Android版 iPhone版

WESTER
JR西日本の統合型MaaSアプリ

TWITTER

JR西日本列車運行情報アプリ

列車の計画運休を実施する場合は、台風接近時のタイムラインを

準用して、列車の運行に関する情報提供を実施する。



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

ＪＲ

2

取組概要

取組内容および結果

列車の計画運休を実施する場合は、台風接近時のタイムラインを

準用して、列車の運行に関する情報提供を実施する。

令和４年度
・タイムラインに沿った対応を実施
・必要に応じてタイムラインの修正
・異常時の情報提供の充実

○情報提供ツール

Android版 iPhone版

TWITTER

JR西日本列車運行情報アプリ



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

ＪＲ

3

取組内容および結果

BCPタイムラインの関係者への継続周知、ブラッシュアップ

令和４年度 ・由良川BCPタイムラインの関係者への継続周知、ブラッシュアップ

※旧福知山支社管内の列車運行に関係する主な設備は京都府福知山市に設置してあり、
浸水すると豊岡市周辺の列車の運行ができなくなるため、由良川BCPを検討対象とする。



令和５年度の取組み予定

4

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＪＲ

5

列車の計画運休を実施する場合は、台風接近時のタイムラインを

準用して、列車の運行に関する情報提供を実施する。



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

ＪＲ

取組概要

取組内容および結果

列車の計画運休を実施する場合は、台風接近時のタイムラインを

準用して、列車の運行に関する情報提供を実施する。



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

ＪＲ

7

取組内容および結果

BCPタイムラインの関係者への継続周知、ブラッシュアップ



令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ○72 ○ ○73 ◎74 ○75 ○76 ○77

① 洪水予報文の改善 ◎78 ◎

② 河川管理者による積極的な助言 ◎79 ◎

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎80 ◎81 ◎82 ◎83

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ○84 ○ ○85 ◎ ○86 ○87 ○88

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ◎89 ◎90 ○91 ○

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ◎92 ○

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ◎93 ○

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎94 ○ ○95 ◎96

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ○97 ○ ◎98

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ○99 ○ ○100 ◎101

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎102 ◎103 ○104 ○

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎105 ○ ○106 ○107

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎108 ○ ○

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ○109 ◎110

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ○111
◎112～
113 ◎114

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎115 ◎ ◎116

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎117 ◎118 ◎119

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ○120 ○ ◎121

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎122 ○ ○

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎123 ◎124 ◎125

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ○126 ○ ◎

② 水防対応の手引きの作成・周知 ○127 ○ ◎

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ◎128 ◎129 ◎130 ○131 ○132 ○133

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎134

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ○ ◎

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎135 ◎136

内容（施策） No. 具体的取り組み

主体となる機関(◎)協力して取り組む機関(○)

数字は頁 ※灰色文字は適宜実施

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

※

資料－３⑦組織別版

ＷＩＬＬＥＲ



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＷILLER

1

〇列車運行：豊岡駅１時間毎の折返し列車を基本としている。⇒ 運行を停止させる判断基準の明確化
〇夜間滞泊している列車は２列車３両である。⇒ 車両避難を開始する判断基準の明確化

令和４年度 運行停止及び夜間滞泊車両の避難方法の検証

台風等災害時タイムライン

前々日15：00 前日15：00 24時間前 12時間前 6時間前 通過後

暴風域等計画運休の可能性

を情報提供（概ね48時間前）

暴風域等計画運休の可能

性を情報提供（概ね24時間
前）

JR福知山支社との調整事項
等、詳細の情報提供（24時間
前にこだわらず、決定時

計画運休に伴う減便等情報提供 計画運休等情報提供 暴風雨等落着き確認

輸送対策会議

・輸送対策室設置

・連絡体制の周知

・JR福知山支社へつなぎ

・WILLER内情報共有

・計画運休可否判断

・車両避難可否判断

・JR福知山支社へつなぎ

・WILLER内情報共有

・計画運休開始時間決定

・車両避難開始時間決定

・JR福知山支社へつなぎ

・WILLER内情報共有

・車両避難開始準備

・計画運休実施に伴い減便開始

・無人駅への情報提供

・復旧計画着手

・JR福知山支社へつなぎ

・WILLER内情報共有

・計画運休実施

・車両避難開始

・無人駅への情報提供

・復旧計画要員配置

・JR福知山支社へつなぎ

・WILLER内情報共有

・被災状況確認

・復旧計画

・運転再開時期判断

・JR福知山支社へつなぎ

・WILLER内情報共有

令和４年度 雨量計
設 置
停車場等

運転規制
区 間

延長

運転規制の基準

徐行運転 運転見合わせ

時 連 連+時 時 連 連+時

久美浜
小天橋～
コウノトリの郷

14ｋ130ｍ 25 150 50＋10 35 300 1０0＋15

豊岡 コウノトリの郷～豊岡 ３k231ｍ 40 250 100＋15 50 350 150＋20

降雨時の運転規制



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＷILLER

2

〇列車運行：豊岡駅１時間毎の折返し列車を基本としている。⇒ 運行を停止させる判断基準の明確化
〇夜間滞泊している列車は２列車３両である。⇒ 車両避難を開始する判断基準の明確化

課 題

・豊岡市防災無線の情報活用

・豊岡駅・豊岡運転所及び宮津線豊岡駅から愛宕山トンネル間、浸水想定

最大３ｍ

・円山川橋梁（橋長308ｍ） 風速 ２０m/ｓ以上：10分間抑止

２５ｍ/ｓ以上：30分間抑止

桁下水位 ４．５ｍ徐行

２．９ｍ停止

気象庁ホームページ・ウエザーニュース等

豊岡市防災無線⇒河川氾濫予測システム⇒6時間後予測

令和４年度

神戸地方気象台オンライン解説
12月24日
観光列車運転休止判断



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＷILLER

3

○列車運行：豊岡駅１時間毎の折返し列車を基本としている。⇒ 運行を停止させる判断基準の明確化
〇夜間滞泊している列車は２列車３両である。⇒ 車両避難を開始する判断基準の明確化

令和４年度

令和４年度 運行停止・夜間滞泊車両の避難方法



令和５年度の取組み予定

4

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＷILLER

5

〇列車運行：豊岡駅１時間毎の折返し列車を基本としている。⇒ 運行を停止させる判断基準⇒降雨による運転規制
〇夜間滞泊列車 ２列車３両⇒ 車両避難を開始する判断基準の明確化

令和５年度 運行停止及び夜間滞泊車両の避難方法の検証

台風等災害時タイムライン

前々日15：00 前日15：00 24時間前 12時間前 6時間前 通過後

暴風域等計画運休の可能性を

情報提供（概ね48時間前）
暴風域等計画運休の可能性

を情報提供（概ね24時間前）

JR福知山支社との調整事項等、
詳細の情報提供（24時間前に
こだわらず、決定時

計画運休に伴う減便等情報提供 計画運休等情報提供 暴風雨等落着き確認

輸送対策会議

・輸送対策室設置

・連絡体制の周知

・JR近畿統括本部
福知山管理部へのつなぎ

・WILLER内情報共有

・計画運休可否判断

・車両避難可否判断

・JR近畿統括本部
福知山管理部へのつなぎ

・WILLER内情報共有

・計画運休開始時間決定

・車両避難開始時間決定

・JR近畿統括本部
福知山管理部へのつなぎ

・WILLER内情報共有

・車両避難開始準備

・計画運休実施に伴い減便開始

・無人駅への情報提供

・復旧計画着手

・JR近畿統括本部
福知山管理部へのつなぎ

・WILLER内情報共有

・計画運休実施

・車両避難開始

・無人駅への情報提供

・復旧計画要員配置

・JR近畿統括本部
福知山管理部へのつなぎ

・WILLER内情報共有

・被災状況確認

・復旧計画

・運転再開時期判断

・JR近畿統括本部
福知山管理部へのつなぎ

・WILLER内情報共有

令和５年度 雨量計
設 置
停車場等

運転規制
区 間

延長

運転規制の基準

徐行運転 運転見合わせ

時 連 連+時 時 連 連+時

久美浜
小天橋～
コウノトリの郷

14ｋ130ｍ 25 150 50＋10 35 300 1０0＋15

豊岡 コウノトリの郷～豊岡 ３k231ｍ 40 250 100＋15 50 350 150＋20

降雨時の運転規制



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＷILLER

6

〇列車運行：豊岡駅１時間毎の折返し列車を基本としている。⇒ 運行を停止させる判断基準⇒降雨による運転規制
〇夜間滞泊列車 ２列車３両⇒ 車両避難を開始する判断基準の明確化

課 題

・豊岡市防災無線の情報活用

・豊岡駅・豊岡運転所及び宮津線豊岡駅から愛宕山トンネル間、浸水想定

最大３ｍ

・円山川橋梁（橋長308ｍ） 風速 ２０m/ｓ以上：10分間抑止

２５ｍ/ｓ以上：30分間抑止

桁下水位 ４．５ｍ徐行

２．９ｍ停止

気象庁ホームページ・ウエザーニュース等

豊岡市防災無線⇒河川氾濫予測システム⇒6時間後予測

令和５年度

神戸地方気象台オンライン解説



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

取組概要

取組内容および結果

ＷILLER

7

〇列車運行：豊岡駅１時間毎の折返し列車を基本としている。⇒ 運行を停止させる判断基準⇒降雨による運転規制
〇夜間滞泊列車 ２列車３両⇒ 車両避難を開始する判断基準の明確化

令和５年度

令和５年度 運行停止・夜間滞泊車両の避難方法

台風等災害時タイムライン

24時間前 12時間前 6時間前 通過後

JR近畿統括本部福知山管理部との調
整事項等、詳細の情報提供24時間前
にこだわらず、決定時

計画運休に伴う減便等情報共有 計画運休等情報共有 暴風雨等落着き確認

輸送対策会議

・計画運休開始時間決定 ・車両避難開始準備 ・計画運休実施 ・被災状況確認

・車両避難開始時間決定 ・計画運休実施に伴い減便開始 ・車両避難開始 ・復旧計画

・JR近畿統括本部福知山管理部
へつなぎ

・無人駅への情報提供 ・無人駅への情報提供 ・運転再開時間判断

・WILLER内情報共有 ・復旧計画着手 ・復旧計画着手
・JR近畿統括本部福知山管理部
へつなぎ

・JR近畿統括本部福知山管理部
へつなぎ

・JR近畿統括本部福知山管理部
へつなぎ

・WILLER内情報共有

・WILLER内情報共有 ・WILLER内情報共有



令和４年度の取組み報告

0

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ○72 ○ ○73 ◎74 ○75 ○76 ○77

① 洪水予報文の改善 ◎78 ◎

② 河川管理者による積極的な助言 ◎79 ◎

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ◎80 ◎81 ◎82 ◎83

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ○84 ○ ○85 ◎ ○86 ○87 ○88

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ◎89 ◎90 ○91 ○

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ◎92 ○

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ◎93 ○

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ◎94 ○ ○95 ◎96

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ○97 ○ ◎98

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ○99 ○ ○100 ◎101

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ◎102 ◎103 ○104 ○

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ◎105 ○ ○106 ○107

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ◎108 ○ ○

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ○109 ◎110

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ○111
◎112～
113 ◎114

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ◎115 ◎ ◎116

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ◎117 ◎118 ◎119

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ○120 ○ ◎121

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ◎122 ○ ○

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ◎123 ◎124 ◎125

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ○126 ○ ◎

② 水防対応の手引きの作成・周知 ○127 ○ ◎

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ◎128 ◎129 ◎130 ○131 ○132 ○133

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ◎134

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ◎

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ◎ ○ ◎

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ◎135 ◎136

内容（施策） No. 具体的取り組み

主体となる機関(◎)協力して取り組む機関(○)

数字は頁 ※灰色文字は適宜実施

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

※

組織別版

全但バス

資料－３⑧



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

〇台風接近時のタイムラインに基づいた運行管理及び旅客への運行状況の案内に努める。

取組概要

取組内容および結果

1

全但バス

3日～2日前 1日前 半日前～数時間前 6H前～2H程度前 0H 半日前～1日半後

気
象
・被
害
情
報

・台風に関する気象情報

3日程度先までに台風の恐れがあ
る場合
・早期注意情報

台風に関する気象情報
（概ねの対象地域や予想雨量を確
認）
・早期注意情報（警報級の可能性）
（翌日までに台風が接近する可能
性がある場合）

注意報発令

・台風接近
・台風に関する気象情報
（必要に応じ警報の可能性に言及）

警報発令

・台風に関する気象情報
（台風情報の内容の補足等）

台風による災害発生

・冠水による立ち往生車両の発生
・県道、市道の通行止めによる孤立
集落の発生
・停電の発生
等

・台風に関する気象情報
（実況を含め今後の見通し等）

体
制

気象情報に基づき全運行営業所に
対し台風への準備についての部長
通達を発行して注意喚起を行う

準備通達に基づき全営業所に対し
具体的な指示を実施

緊急連絡体制に基づき本社・営業
所等各拠点にて待機

雨量、風の状況により本社乗合事
業課を中心に台風対策体制を確立
・道路状況の把握
・冠水等の確認、情報収集
等に努める
※豊岡営業所（梶原）の車両避難
⇒円山川立野水位3.8ｍ
コウノトリの郷公園、但馬空港等
・運行状況の案内

・行政機関との連携を密にし道路状
況などの情報収集実施
⇒連絡体制により情報共有
・鉄道の運休等により大量輸送の
必要、要請がある場合は、安全が
確認できればバスを手配して代替
輸送を実施

必要に応じて行政機関へ被害等報
告

対
応

・運行管理者による乗務員への注
意喚起
・災害対策マニュアルの確認

・運行管理者による乗務員への具
体的な指示
・各停留所設備の安全確認

・運行管理者の現地確認乗務員か
らの報告に基づく道路状況の確認

・運行管理者による現地確認

→運行可否を判断
・乗務員に対し異常があれば即座
に報告して運行可否の判断を仰ぐ
よう指示
・必要に応じて道路管理者、行政機
関へ連絡
・旅客への運行状況の情報提供

・運行管理者による現地確認
⇒運行可否を判断
・必要に応じて道路管理者、行政機
関への連絡 ※左記同様
・旅客への運行状況の情報提供
⇒防災行政無線による沿線住民
へ の周知を要請
・バスが立ち往生した場合
⇒旅客の安全確保
⇒2次被害の誘発防止
⇒関係機関へ状況報告

・被害報告書を作成し状況報告及
び改善に努める



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

全但バス

2

○豊岡営業所（梶原）の車両避難
路線バス：14両 高速バス、貸切バス19両

取組概要

取組内容および結果

円山川立野水位情報を注視

水位が3.8ｍに達した場合

バス車両の避難開始
・路線バス⇒コウノトリの郷公園
・高速バス、貸切バス⇒コウノトリ但馬空港



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

○令和３～４年度を目途にBCP（事業継続計画）の策定を予定

取組概要

3

取組内容および結果

全但バス



令和５年度の取組み予定

4

市 県 気象台 国 JR WILLER 全但バス

1 ・
想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策

定機関は、策定） ● ● ● ● ● ● ●

① 洪水予報文の改善 ● ●

② 河川管理者による積極的な助言 ● ●

② 適時適格な避難のため、あらゆる情報提供ツールを活用した情報伝達・啓発活動の継続実施 ● ● ● ●

④
複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準やリードタイムを検討するととも

に、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証 ● ● ● ●

地域の浸水危険度を情報提供し、住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、

平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普

及、徹底を図る。

4
・ 全ての地域住民が避難できるよう地元組織で実施する避難経路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護

者の支援などに取り組む減災防災運動を推進 ● ● ● ● ● ● ●

浸水想定区域図を元にハザードマップを作成し、地域毎での避難経路等の選定の促進を図る。 5 ・
浸水想定区域図の情報に基づき早期避難を要する区域・危険箇所等、災害危険度を明示した防災マップの周

知 ● ●

地域毎の個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。 6 ・ 各地域、箇所における災害危険度に基づく避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定及び訓練の実施 ● ●

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や

行政の対応策について学ぶ。
7 ・ 学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施による防災教育の継続 ● ● ● ●

8 ・ 啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水氾濫時の被害想定やその対応策の内容を反映 ● ● ●

① 若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 ● ● ● ●

② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示 ● ● ● ●

③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 ● ● ● ●

④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 ● ● ●

⑤ 兵庫県住宅再建共済（フェニックス共済）の加入促進 ● ●

水防拠点を整備し、災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。 10 ・
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため、必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証及び改善方策

の立案・実施 ● ● ●

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。 11 ・ 迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施 ● ● ●

地域コミュニティの活動を支援する。 12 ・ 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有 ● ● ●

重要水防箇所の共通認識を促進する。 13 ・ 重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進 ● ● ●

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。 14 ・ 災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設 ● ● ●

建設業協会との連携・協働体制を強化する。 15 ・ 建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 ● ● ●

①
想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設・防災拠点の機能増強及び重要資機材への影響確認、避難施

設等の機能維持に関する施策の立案 ● ● ●

② 水防対応の手引きの作成・周知 ● ● ●

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。 17 ・ 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進 ● ● ● ● ● ●

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。 18 ・ 河川整備計画に基づいた河川改修の実施 ●

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。 19 ・ 具体的な排水計画の立案 ●

排水施設の耐水化を実施する。 20 ・ 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 ● ● ●

既存施設の有効活用。 21 ・ 浸水被害低減に向けた既存ダムの洪水調節機能の活用及び検証 ● ●

地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。 3

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取り組み

に幅広い年齢層の参加を促す。
9

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。 16

内容（施策） No. 具体的取り組み
取り組み機関（●）

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体

制、方法について検証を行う。
2

※



具体的取組
NO.1 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定した訓練、

試行運用によるタイムライン試行版の検証（未策定機関は、策定）

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について
検証を行う。

目標時期 H29から継続 取組機関 市、県、気、国、交

〇台風接近時のタイムラインに基づいた運行管理及び旅客への運行状況の案内に努める。

取組概要

取組内容および結果

5

全但バス

3日～2日前 1日前 半日前～数時間前 6H前～2H程度前 0H 半日前～1日半後

気
象
・被
害
情
報

・台風に関する気象情報

3日程度先までに台風の恐れがあ
る場合
・早期注意情報

台風に関する気象情報
（概ねの対象地域や予想雨量を確
認）
・早期注意情報（警報級の可能性）
（翌日までに台風が接近する可能
性がある場合）

注意報発令

・台風接近
・台風に関する気象情報
（必要に応じ警報の可能性に言及）

警報発令

・台風に関する気象情報
（台風情報の内容の補足等）

台風による災害発生

・冠水による立ち往生車両の発生
・県道、市道の通行止めによる孤立
集落の発生
・停電の発生
等

・台風に関する気象情報
（実況を含め今後の見通し等）

体
制

気象情報に基づき全運行営業所に
対し台風への準備についての部長
通達を発行して注意喚起を行う

準備通達に基づき全営業所に対し
具体的な指示を実施

緊急連絡体制に基づき本社・営業
所等各拠点にて待機

雨量、風の状況により本社乗合事
業課を中心に台風対策体制を確立
・道路状況の把握
・冠水等の確認、情報収集
等に努める
※豊岡営業所（梶原）の車両避難
⇒円山川立野水位3.8ｍ
コウノトリの郷公園、但馬空港等
・運行状況の案内

・行政機関との連携を密にし道路状
況などの情報収集実施
⇒連絡体制により情報共有
・鉄道の運休等により大量輸送の
必要、要請がある場合は、安全が
確認できればバスを手配して代替
輸送を実施

必要に応じて行政機関へ被害等報
告

対
応

・運行管理者による乗務員への注
意喚起
・災害対策マニュアルの確認

・運行管理者による乗務員への具
体的な指示
・各停留所設備の安全確認

・運行管理者の現地確認乗務員か
らの報告に基づく道路状況の確認

・運行管理者による現地確認

→運行可否を判断
・乗務員に対し異常があれば即座
に報告して運行可否の判断を仰ぐ
よう指示
・必要に応じて道路管理者、行政機
関へ連絡
・旅客への運行状況の情報提供

・運行管理者による現地確認
⇒運行可否を判断
・必要に応じて道路管理者、行政機
関への連絡 ※左記同様
・旅客への運行状況の情報提供
⇒防災行政無線による沿線住民
へ の周知を要請
・バスが立ち往生した場合
⇒旅客の安全確保
⇒2次被害の誘発防止
⇒関係機関へ状況報告

・被害報告書を作成し状況報告及
び改善に努める



具体的取組 NO.3-④ 複数河川の氾濫を想定した計画規模以上の洪水に対する避難の判断基準や
ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを検討するとともに、地域性や被害特性を勘案した具体的な災害対応策を検証

内容（施策）
地域性や被災特性を踏まえた避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 R2から適宜 取組機関 市、県、気、国、交

全但バス

6

○豊岡営業所（梶原）の車両避難 （路線バス：14両 高速バス、貸切バス19両）

取組概要

取組内容および結果

円山川立野水位情報を注視

水位が3.8ｍに達した場合

バス車両の避難開始
・路線バス⇒コウノトリの郷公園
・高速バス、貸切バス⇒コウノトリ但馬空港



具体的取組
NO.17 災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように

水害時避難確保計画・BCP（事業継続計画）の策定を推進

内容（施策）
各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。

目標時期 H28から適宜 取組機関 市、県、国、交

○BCP（事業継続計画）の策定及び訓練の実施を進める

取組概要

7

取組内容および結果

全但バス



防災気象情報の改善に係る取り組みについて

令和５年 神戸地方気象台

円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会

PCD-098
テキスト ボックス
資料-４-1



2

線状降水帯の予測精度向上を前倒しで推進し、予測精度向上を踏まえた情報の提供を早期に実現するため、水蒸気観
測等の強化、気象庁スーパーコンピュータの強化や「富岳」を活用した予測技術の開発等を早急に進めています。

順次反映

• 高度化した局地アンサンブル予報等の数値予報モデルによる予測精度
向上等を早期に実現するためのスーパーコンピュータシステムの整備

• 線状降水帯の機構解明のための、梅雨期の集中観測、関連実験設備（風洞）の強化
• 「富岳」を活用した予測技術開発

• 陸上観測の強化
• 気象衛星観測の強化
• 局地的大雨の監視の強化
• 洋上観測の強化 次期ひまわり

（令和10年度めどに打上げ）
気象レーダー

海洋気象観測船ラジオゾンデ
（水素ガス浮揚）

高層気象観測装置マイクロ波放射計 アメダス(湿度計追加)

予測の強化

観測の強化

スーパーコンピュータ「富岳」
気象庁スーパー
コンピュータシステム

線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組

線状降水帯による大雨の可能性をお伝え

線状降水帯の雨域を表示

情報の改善

神戸地方気象台
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観測の強化 水蒸気の観測強化と局地的大雨の監視強化

気象庁の水害対策（線状降水帯の予測精度向上と地域防災支援に向けた取組）
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jma_suigai/jma_suigai.html

神戸地方気象台
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「線状降水帯予測スーパーコンピュータ」を活用し、
線状降水帯の予測精度の向上及び情報を改善します。

FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC FX1000

スーパーコンピュータ「富岳」を活用した予測事例の１つ。水平解像度１km のモデルでは、
降水域の位置ずれ等の課題はあるものの、強い降水を予測できる事例が増えることを確認。

水平解像度１km に高解像度化した局地モデルのイメージ

現在の水平解像度5km
（MSM）での降水予想

開発中の水平解像度1km
（LFM）での降水予想

実際の降水
（観測）

https://www.jma.go.jp/jma/press/2302/24b/press_20230224.html

令和５年度は水平解像度２km の数値予報モデル（局地モデル）を半日前からの呼びかけにも
利用できるように（本運用：令和6年度）
令和7年度には水平解像度をさらに細かく１km に高解像度化することを目指す

令和５年
３月１日～

予測の強化 数値予報モデルの高解像度化
線状降水帯予測スーパーコンピュータの運用開始

神戸地方気象台
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情報の改善

令和5年度 気象庁関係予算決定概要より

神戸地方気象台
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「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯
による大雨の可能性がある程度高い場合、「気象情報」において、半日
程度前から地方予報区※単位等での呼びかけを行っています。

大雨に関する近畿地方気象情報 第〇号
○年○月○日○○時○○分 大阪管区気象台発表

＜見出し＞（例）
近畿地方では、 ○日夜には、線状降水帯が発生し

て大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があ
ります。
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨

量が増えるおそれがあります。

令和４年
６月1日～

情報の改善 線状降水帯による大雨の可能性の
半日程度前からの呼びかけ

神戸地方気象台
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情報の改善 顕著な大雨に関する気象情報

線状降水帯が発生したことをいち早くお知らせする、
「顕著な大雨に関する気象情報」を提供しています。

○○地方、○○地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が
同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水
による災害発生の危険度が急激に高まっています。

顕著な大雨に関する気象情報の例

顕著な大雨に関する気象情報を補足する図情報の例

顕著な大雨に関する〇〇県気象情報

※ 線状降水帯がかかる大河川の下流部では今後危険度が高まる可能性があるこ
とにも留意する必要がある旨、ホームページ等に解説を記述する。

– 顕著な大雨に関する気象情報 –

大雨による災害発生の危険度が急激
に高まっている中で、線状の降水帯

により非常に激しい雨が同じ場所で降
り続いている状況を

「線状降水帯」という
キーワードを使って解説

– 顕著な大雨に関する気象情報の発表基準 –

① 解析雨量（5kmメッシュ）において前３時間積算降水量
が100mm以上の分布域の面積が500km2以上

② ①の形状が線状（長軸・短軸比2.5以上）

③ ①の領域内の前３時間積算降水量最大値が150mm以上

④ ①の領域内の土砂キキクル（大雨警報(土砂災害)の危険
度分布）において土砂災害警戒情報の基準を実況で超過
（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合
8割以上）又は洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
において警報基準を大きく超過した基準を実況で超過

令和３年
６月17日～

神戸地方気象台
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線状降水帯が発生したことをいち早くお知らせする、
「顕著な大雨に関する気象情報」を提供しています。

○○地方、○○地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が
同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水
による災害発生の危険度が急激に高まっています。

顕著な大雨に関する気象情報の例

顕著な大雨に関する気象情報を補足する図情報の例

顕著な大雨に関する〇〇県気象情報

※ 線状降水帯がかかる大河川の下流部では今後危険度が高まる可能性がある
ことにも留意する必要がある旨、ホームページ等に解説を記述する。

– 顕著な大雨に関する気象情報 –

大雨による災害発生の危険度が急激に
高まっている中で、線状の降水帯によ
り非常に激しい雨が同じ場所で降り続

いている状況を
「線状降水帯」という
キーワードを使って解説

– 顕著な大雨に関する気象情報の発表基準 –

① 解析雨量（5kmメッシュ）において前３時間積算降水量
が100mm以上の分布域の面積が500km2以上

② ①の形状が線状（長軸・短軸比2.5以上）

③ ①の領域内の前３時間積算降水量最大値が150mm以上

④ ①の領域内の土砂キキクル（大雨警報(土砂災害)の危険
度分布）において土砂災害警戒情報の基準を実況で超過
（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合8
割以上）又は洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）に
おいて警報基準を大きく超過した基準を実況で超過

令和３年
６月17日～

最大３０分前に予測し、
お知らせします

「兵庫県南部」
「兵庫県北部」

新しい顕著な大雨に関する気象情報の発表基準
現在から30分先までに、以下の基準を満たす場合に発表。

①前３時間積算降水量（5kmメッシュ）が100mm以
上の分布域の面積が500km2以上
②①の形状が線状（長軸・短軸比2.5以上）
③①の領域内の前３時間積算降水量最大値が150mm以上
④①の領域内の土砂キキクルにおいて土砂災害警戒情報の
基準を超過（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値へ
の到達割合8割以上）又は洪水キキクルにおいて警報基準
を大きく超過した基準を超過

神戸地方気象台

令和５年
5月２５日～
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6月2日の発表例（和歌山県）

〇顕著な大雨に関する気象情報

〇府県気象情報

〇府県気象情報

神戸地方気象台
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情報の改善 顕著な大雨に関する気象情報の新運用におけるHP表示

気象庁HPの表示
• 「顕著な大雨に関する気象情報」の発表条件に達した地域を地図上で大まかに把握できるよう、
気象庁HPの「雨雲の動き」、「今後の雨」の地図上に赤楕円で表示する。

過去
【過去】過去画像を用いた解説を
行えるよう、過去画像には、それ
が「現在」であったときに表示して
いた楕円を表示。

現在 07:40
(初期時刻07:30)

大雨災害発生の危険度が急激に高
まっている線状降水帯の雨域（現在時
刻の解析）

大雨災害発生の危険度が急激に高
まっている線状降水帯の雨域（10～
30分先の解析）

「顕著な大雨に関する気象情報」が発表されたとき、どの領域で発表条件を満たしているのか、ひと目で分かる表示とする。
時間とともに消えてしまわないよう、表示期間の範囲内では、過去に遡って確認できるようにする。
30分先までで発表基準を満たした地域を表示しており、線状降水帯の「継続」や「終了」を予測するものではない。
解説しやすさのため、「現在」及び「過去」では、実況で解析された楕円のみ表示するボタンを新設

現在 07:40
初期時刻における実況を表示

判定結果（初期時刻07:30の場合）
07:45
初期時刻の10分後を表示

7:50
初期時刻の20分後を表示

08:00
初期時刻の30分後を表示

分後に表示。

【現在】実況で解析された楕円を実線
で、10～30分先に解析された楕円も
すべて破線で表示。
計算に10分程度かかるため、初期時刻から約12分後に表示。

【10～30分先】各時刻の楕円を破線
で表示。

令和５年
5月２５日～

神戸地方気象台
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（参考）大雨時に段階的に発表される防災気象情報

記録的短時間
大雨情報

1時間前3時間前3日前5日前1週間前

先行時間

定期的に発表

12時間前

土砂災害警戒情報

指定河川洪水予報

気象注意報・警報・特別警報

（大雨・暴風等に関する）○○県気象情報

台風情報（進路・強度予報）

週間天気予報・天気予報

早期注意情報（警報級の可能性）

降水短時間予報 ナウキャスト
(降水・雷・竜巻)

キキクル（土砂災害・浸水害・洪水害）

随時に発表
顕著な大雨に関する

気象情報

線状降水帯による大雨の可能性の
半日程度前からの呼びかけ

最大30分程度早く

気象庁は様々な防災気象情報を発表しており、線状降水帯に関する情報は、この中のひとつ。
この情報だけに着目するのではなく、段階的に発表される防災気象情報全体を活用いただくことが重要。

神戸地方気象台



水害リスクライン 操作マニュアル
（自治体ユーザ向け）

令和元年８月

水管理・国土保全局河川環境課河川保全企画室

資料-4-2

資料5-1

Administrator
テキストボックス
　　　　　１



水害リスクラインにログオンする

水害リスクライン（自治体向け）URL:
https://frlg.river.go.jp

URL検索欄に以下のURLを入力します。

スマートフォン等から
アクセスする場合はこちら

資料5-2

Administrator
テキストボックス
　　　　　２



水害リスクラインにログオンする

ログオン画面が表示されるため、ユーザーID、パスワードを
入力し、「ログオン」ボタンを押します。

一つのユーザーIDにつき、同時に５名まで
水害リスクラインを閲覧できます。

資料5-3

Administrator
テキストボックス
　　　　　３



水害リスクラインにログオンする

以下の画面が表示されればログオン成功です。
見たい地域を選択し、クリックします。

凡例

ログオン時点の洪水危険度が
色分け表示されます。

資料5-4

Administrator
テキストボックス
　　　　　４



見たい水系・河川を選択・変更する。

見たい水系を選択

選択した地域の水系リストが表示されます。
見たい水系を選択し、クリックします。

資料5-5

Administrator
テキストボックス
　　　　　５



見たい水系・河川を選択・変更する。

選択した水系の危険度情報が地図表示されます。

資料5-6

Administrator
テキストボックス
　　　　　６



見たい水系・河川を選択・変更する。

水系を変更する場合は、「水系」ボタンより選択します。

資料5-7

Administrator
テキストボックス
　　　　　７



見たい水系・河川を選択・変更する。

河川を変更する場合は、「河川」ボタンより選択します。

資料5-8

Administrator
テキストボックス
　　　　　８



地図上に新しい情報を追加する

「情報」ボタンをクリックすることで、情報メニューが表示
されます。

資料5-9

Administrator
テキストボックス
　　　　　９



浸水想定図を確認する

破堤点

「破堤点」をONにすると、破堤点のアイコンが表示されます。

破堤点のアイコン

資料5-10

Administrator
テキストボックス
　　　　　１０



浸水想定図を確認する

破堤点をクリックすると、その点で破堤した場合の
浸水想定図が表示されます。

凡例に破堤後の被災人口、被災世帯数、被災建物数
等が表示されます。（一般向けユーザには表示されません。）

資料5-11

Administrator
テキストボックス
　　　　　１１



浸水想定図を確認する

洪水規模

「洪水規模」から「L1、L2」を選択できます。

資料5-12

Administrator
テキストボックス
　　　　　１２



浸水想定図を確認する

破堤後の時間を選択することで、時間ごとの浸水の広がりを
確認できます。

破堤1時間後

破堤3時間後

破堤6時間後

最大値

ここから選択

資料5-13

Administrator
テキストボックス
　　　　　１３



水害リスクラインからログアウトする

ログアウトボタン

水害リスクラインを利用し終えた後は、ログアウトします。

資料5-14

Administrator
テキストボックス
　　　　　１４



水害リスクライン（一般向け）

水害リスクライン（一般向け）URL:
https://frl.river.go.jp スマートフォン等から

アクセスする場合はこちら

水害リスクライン（一般向け）では、以下の情報を提供しております。

 洪水の危険度レベル（現況のみ）
 観測所水位（現況のみ）
 浸水想定区域図（L1,L2）

観測所水位（現況のみ）洪水の危険度レベル（現況のみ）

資料5-15

Administrator
テキストボックス
　　　　　１５



※危険度はイメージ

洪水に関する危険度情報の一体的発信

自治体・住民が
それぞれの詳細なリスク情報を
洪水キキクルページ（気象庁HP）
でワンストップで確認可能に

2

「国管理河川の洪水の危険度分布※」
（水害リスクライン）

※大河川のきめ細かな越水・溢水の危険度を伝える

「洪水警報の危険度分布※ 」
（洪水キキクル）

※中小河川の洪水危険度を伝える

令和５年
2月中旬

運用開始予定

Administrator
テキストボックス
　　　　　１６

Administrator
テキストボックス




洪水に関する危険度情報の一体的発信

3

「国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）」について
国管理河川では、数 km～数十 km の予報区域を対象に発表する洪水予報等に加えて、縦断的な水位（水面
形）を計算により推定し、左右岸それぞれ、概ね200m ごとの洪水の危険度分布（水害リスクライン）を令和 2 年
より提供している。
概ね200ｍごとに推定した水位が、堤防等の高さを超過し、氾濫している可能性のある箇所を黒色（警戒レベル５
相当情報）で表示するなど、各箇所の危険度をきめ細かく把握できることから、避難情報発令の参考にできる。

https://frl.river.go.jp/（一般向けに現況値を提供）
※市町村向けサイトでは、6 時間先までの水位予測や危険度分布を提供。

避難情報に関するガイドラインに一部加筆
水害リスクライン

Administrator
テキストボックス


Administrator
テキストボックス
　　　　　１７



洪水に関する危険度情報の一体的発信

4

洪水警報の危険度分布について
「洪水警報の危険度分布」は、洪水警報を補足する情報である。指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川
（水位周知河川及びその他河川）の洪水災害発生の危険度の高まりの予測を示しており、洪水警報等が発表されたとき
に、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。流域雨量指数の実況値又は 3 時間先までの予測値が洪水
警報等の基準値に到達したかどうかで、危険度を５段階に判定し、色分け表示している。
令和 3 年 2 月 24 日より、気象庁ホームページがリニューアルされ、雨雲画像と３種類の危険度分布（土砂災害、浸
水害、洪水災害）を一つの画面で監視できるようになっている。
（https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=rain_level）

避難情報に関するガイドラインに一部加筆洪水キキクル

Administrator
テキストボックス


Administrator
テキストボックス
　　　　　１８



水害リスクラインと洪水キキクルの特徴

洪水に関する危険度情報の一体的発信

5

水害リスクライン 洪水キキクル

対象河川
国管理の指定河川洪水予報区域
（大河川）

水位周知河川及びその他の河川
（中小河川）

利用予測時間 6時間先まで 3時間先まで

危険度の

示す意味※
該当箇所の越水・溢水の危険度 該当箇所の洪水災害発生の危険度

危険度の
表示方法

河川の左右岸それぞれの危険度を
表示（概ね200m毎）

河川の流路に沿って危険度を表示
（概ね1㎞メッシュ）

危険度判定の
指標

縦断的な計算水位 流域雨量指数

危険度判定の
基準

該当箇所の堤防の高さを基に
定めた基準水位と指標を比較

過去災害を基に
定めた基準値と指標を比較

※該当箇所の危険度であり、同氾濫域における別の箇所からの浸水リスクまで考慮したものではない。
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洪水に関する危険度情報の一体的発信

6
指定河川洪水予報

指定河川洪水予報

水害リスクライン

水害リスクライン

水害リスクライン

水害リスクライン

拡大時： 「水害リスクライン」の詳細な危険度を表示
縮小時： これまで通り「指定河川洪水予報の発表状況」を表示

閲覧画面のイメージ
表示画面を拡大することにより、詳細な危険度の閲覧が可能。

※ 県の指定河川洪水予報区域：
拡大時もこれまで通り「指定河川洪水予報の発表状況」を表示

※ 一定時間以上水害リスクラインが遅延した場合（障害等含む）：
拡大時も「指定河川洪水予報の発表状況」を表示

拡
大

縮
小
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具体的なイメージ（2022年8月4日 梯川）

洪水に関する危険度情報の一体的発信

7

2022年8月4日14時30分、石川県の梯川に警戒レベル5相当の氾濫発生情報を発表
水害リスクラインでは2時間以上前から上流部で危険度が高まっていることが確認可能
→きめ細かく危険度が高まっている地点を把握できる

梯川氾濫発生情報

梯川洪水予報 第３号
洪水警報

令和４年８月４日１４時３０分
金沢河川国道事務所金沢地方気象台 共同発表

【警戒レベル５相当情報［洪水］】
梯川では、（堤防越水による）氾濫が発生

（主文）
【警戒レベル５相当】災害が発生しています。梯川では、埴田町、鵜川町、遊
泉寺町地先10.2kから10.6k(右岸)付近において（堤防越水による）氾濫が発
生しました。 直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全
確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

～ 以下略 ～

2
時
間
以
上
前

現在の気象庁HPでの表示（4日12時）

上流部で危険度が高まって
いることが確認可能に

川のどのあたりで危険度が高
まっているか把握できない

統合後の気象庁HPでの表示（4日12時）
気象庁HPでの表示（4日14時30分）

氾濫発生地域
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国管理河川の危険度分布（水害リスクライン）HPでの表示の改良

洪水に関する危険度情報の一体的発信

8

気象庁HPでの統合表示に合わせて、国管理河川の危険度分布（水害リスクライン）HPにおいても、同
様の危険度分布を表示。
さらに、現況の危険度に加え、6時間先までの危険度も閲覧可能となる。

現時点に加えて、
6時間先までの危険
度が閲覧可能に！

気象庁HPで一体的に表
示される危険度（国管理
河川分）が閲覧可能に！
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【統合表示の考え方】
洪水予報の考え方に準じて、各々の200ｍの実況と予測の危険度から統合表示の危険度を作成

実況 予測（１ｈ先～６ｈ先：１ｈ毎）
※１ｈ先までは10min刻みを新たに作成

統合表示

統合表示における危険度の考え方

警戒レベル５相当
実況で「黒」の場合のみ

警戒レベル４相当

実況で「紫」、あるいは、
実況で「黒」「紫」以外で、予測で「黒」

警戒レベル３相当 警戒レベル２相当
実況で「黄」かつ予測で「黒」「紫」以外

実況で「赤」かつ予測で「黒」以外、あるいは、
実況で「黒」「紫」以外で、予測で「紫」

※この際、活用する予測情報は、洪水予報の発表
基準に合わせて、３時間先までとする。

9

洪水に関する危険度情報の一体的発信

統合表示の判定ルール

※「黄」の判定における実況水位は基準観測所の観測水位を用いる。
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10

時間断面（実況～6時間先）ごとに判定された危険度を、以下の表のルールで統合し、統合危険度を判定する。

洪水に関する危険度情報の一体的発信

統合表示
危険度・色 統合表示の判定条件

実況による条件 予測による条件
警戒レベル5相当 実況＝警戒レベル5相当

警戒レベル4相当
実況＝警戒レベル4相当

実況＜ 警戒レベル4相当 かつ 予測（3時間先までの最大値）＝警戒レベル5相当

警戒レベル3相当

実況＝警戒レベル3相当 かつ 警戒レベル４相当の「予測による条件」を満たさない

実況＜ 警戒レベル3相当 かつ 予測（3時間先までの最大値）＝警戒レベル4相当

実況＜ 警戒レベル3相当 かつ 予測（4～6時間先の最大値）≧ 警戒レベル4相当

警戒レベル2相当 実況＝警戒レベル2相当 かつ 警戒レベル３相当以上の「予測による条件」を満たさない

統合表示の判定ルール
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今後の危険度分布の公表範囲

【統合前】

実況 予測（１ｈ先～６ｈ先：１ｈ毎）

水害リスクラインHPで
自治体へ提供

【統合後】

実況
予測（１ｈ先～６ｈ先：１ｈ毎）
※１ｈ先までは10min刻みを新たに作成

水害リスクラインHPで公表

統合表示

洪水キキクルページで
一体的に配信

11

洪水に関する危険度情報の一体的発信

水害リスクラインHPで公表
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洪水予報と水害リスクラインの危険度のずれの例

12

洪水に関する危険度情報の一体的発信

リスクラインの最も高い危険度
は紫となっており、指定河川洪
水予報と一致

リスクラインの最も高い危険度
は赤となっており、指定河川洪
水予報の危険度の方が高い。

リスクラインの最も高い危険度
は黄となっており、指定河川洪
水予報の危険度の方が高い。
16時50分に指定河川洪水予報
は警戒レベル2相当の氾濫注
意情報となる。

リスクラインの最も高い危険度
は紫となっており、指定河川洪
水予報の危険度より高い。

① ②

③ ④

水害リスクラインは基準値に基づき機械的にリアルタイムで危険度を表示する一方、
指定河川洪水予報は職員が発表作業を行うことなどから、一時的に危険度のずれが生じ得る。
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個別対応区域に関する留意事項

13

洪水に関する危険度情報の一体的発信

■洪水予報河川では、住民の円滑な避難行動のために水位状況等に応じた洪水予報を発表している。
■洪水予報の予報区域内にあって、その区域を受け持つ水位観測所の水位が、洪水予報を発表する基準水位に達していなく
ても、堤防が低いなどにより氾濫が発生し、かつ、その浸水範囲が限定的であるところでは、市町村により避難を呼びかけるな
どを個別に対応する区域（いわゆる個別対応区域）としている。

■個別対応区域では、氾濫危険水位に至らずとも氾濫が発生するため、氾濫が発生した際には洪水予報において氾濫発生
情報は発表しないこととしている。

⇒この個別対応区域の危険度においては、洪水予報の危険度より先に危険度が上がる。

このような個別対応区域では、

○氾濫が開始する高さを水位観測所に換算した氾濫開始相当水位
○現地に設置した危機管理型水位計
○国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）

などを避難情報等の判断に活用。

水害リスクラインは一部で
黒や紫となっているが、
指定河川洪水予報は発表
されていない例。
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